
 

 

平成 2７年度 

 

 

 

 

 

 

 

             10 月 21 日(水) 

平成 27 年 9 ⽉ 9 ⽇(⽔) 

イーブルなごや 
 

 

 

名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課 

名古屋市健康福祉局⾼齢福祉部介護保険課 

 



※サ高住に併設される介護保険事業所に関する情報については、NAGOYAかいごネットをご覧ください。

本市のサービス付き高齢者向け住宅登録制度に関する
事業者向け情報は名古屋市公式ウェブサイトをご覧ください

　　本市のサ高住に関する事業者向け情報は、名古屋市公式ウェブサイトでご覧になれます。
　　設計指針及び登録運営指針のほか、各種申請・届出様式もここからご利用になれます。



目次 

 

１ 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安全確保に関する法律施行規則 

の一部改正について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 

 

２ 名古屋市サービス付き高齢者向け住宅登録運営指針の策定及び名古屋市有料 

老人ホーム設置運営指導指針の改正について 

(１)サービス付き高齢者向け住宅登録運営指針について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7 

 (２)名古屋市サービス付き高齢者向け住宅登録運営指針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 

 (３)名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14 

 (４)サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームの重要事項説 

明書の取扱等について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33 

(５)重要事項説明書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35 

 (６)（参考）有料老人ホーム立入検査資料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥53 

 

３ 名古屋市サービス付き高齢者向け住宅の規模及び構造設備に係る設計指針に 

ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62 

 

４ 運営上の注意点など 

 (１)立入検査における主な指摘事項について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63 

 (２)変更届・事故報告について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67 

 (３)住所地特例について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69 

 (４)住宅において「介護保険」と「介護保険外」のサービスが混合して提供さ 

れる場合における訪問介護サービスに係る給付の算定要件及び居宅サービス 

計画の作成等について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75 

 (５)介護保険サービス事業者の指導状況及び指定取消等処分について ‥‥‥‥‥‥93 

 (６)高齢者虐待の防止について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥99 

 (７)食品衛生について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110 

 

５ 高齢者の入居する施設における火災とその予防対策について ‥‥‥‥‥‥‥‥ 113 

 

６ 愛知労働局より 

 (１)労働災害防止について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 118 

 (２)労働条件の確保について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 

 (３)労働保険加入の促進について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 126 

 (４)人材確保について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 128 

 



-1-



-2-



-3-



-4-



-5-



4

１．状況把握及び生活相談サービスの内容

□ □

）

□ 医療法人 □ 指定居宅介護支援事業者

□ 社会福祉法人 □ 指定介護予防サービス事業者

□ 指定居宅サービス事業者 □ 指定介護予防支援事業者

□ 指定地域密着型サービス事業者 □ 上記以外の法人等

□ 医師 人員 人 □ 社会福祉士 人員 人

□ 看護師 人員 人 □ 介護支援専門員 人員 人

□ 准看護師 人員 人 □ 養成研修修了者 人員 人

□ 介護福祉士 人員 人 □ 上記以外の職員 人員 人

人員 人

近接する土地

（所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □ 次の期間を除く（ ）

時 分 時 分 人員 人

時 分 時 分 人員 人

時 分 時 分

□

分

約 円

約 円

前払金の
算定方法

別添

提供形態 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 委託する

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

(ふりがな)

住　　所
（法人にあって
は主たる事務
所の所在地）

(郵便番号

電話番号

常駐する場所

□ 同一の敷地内 □ 隣接する土地

□

回

□
入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問（近
接する土地に常駐する場合のみ）

常駐する日 365日対応

常駐する時間
日中 ～

上記以外の時間 ～

毎日１回以上の
状況把握サービ
スの提供方法

毎日

～

緊急通報サービ
スの内容

提供時間
常駐する日

上記以外の日 24時間

通報方法

通報先 通報先から住宅までの到着予定時間

備考

サービス提供の
対価（概算額）

月額

前払金

サービスを提供
する法人等の別

サービスを提供
する者の人数

合　　計
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名古屋市サービス付き高齢者向け住宅登録運営指針について 

 
 本市におけるサービス付き高齢者向け住宅（以下「サ高住」という）につい

て、すべての住宅に共通する留意事項を定めることによって高齢者の居住の安

定に寄与することを目的とし、平成 27 年 8 月 1 日より登録及び運営に係る指針

を制定し施行しました。 
 また、有料老人ホームに該当するサ高住ついては、名古屋市有料老人ホーム

設置運営指導指針の改正（平成 27 年 8 月 1 日）に伴い、その関連規定も適用さ

れます。 

サ高住の規模及び構造については、平成 26 年 4 月施行の「名古屋市サービス

付き高齢者向け住宅の規模及び構造設備に係る設計指針」が適用となります。 
 

 
指針適用区分 

  設計指針 サ高住指針 有料指針 

サービス付き 
高齢者向け住宅

有料老人ホー

ム非該当※ 
適用 適用  

有料老人ホー

ム該当※ 
適用 適用 

１、２、７～９、

１１～１３につ

いて適用 

有料老人ホーム   適用 

※有料老人ホーム非該当のサ高住：状況把握サービス及び生活相談サービスのみ提供 
 有料老人ホーム該当のサ高住：状況把握サービス及び生活相談サービスに加え、食事の

提供、介護等、家事等、健康維持増進等のサービスのいずれかを提供 
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名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針 

 

1 用語の定義  

この指導指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。  

(1) 有料老人ホーム 老人福祉法第29条第1項に規定する施設  

(2) 有料老人ホーム事業 老人を入居させ、次のアからエまでのいずれかをする事業 

ア 入浴、排せつ又は食事の介護  

イ 食事の提供  

ウ 洗濯、掃除等の家事の供与  

エ 健康管理の供与  

(3) サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26

号）第5条第1項の登録を受けている高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホーム  

(4) サービス付き高齢者向け住宅事業 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の

規定に基づき、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が

日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業として登録を受けている事業  

(5) 設置者 有料老人ホームの設置者（複数の事業者が協同して有料老人ホーム事業を運営す

る場合の各事業者及び委託を受けた事業者を含む。）  

(6) 管理者 職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う立場にある者

（有料老人ホームの施設長、サービス付き高齢者向け住宅の責任者など、その呼称に関わら

ない）  

(7) 特定施設入居者生活介護等 次のア、イ及びウに掲げるサービス  

ア 介護保険法（平成9年法律第123号）第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護  

イ 介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護  

ウ 介護保険法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護  

(8) 介護サービスを提供する有料老人ホーム 次のア及びイに掲げる有料老人ホーム  

ア 特定施設入居者生活介護等を提供する有料老人ホーム  

イ 設置者が、介護サービス（介護保険法第40条に規定する介護給付又は同法第52条に規定

する予防給付に係る介護サービス以外の介護サービス）を提供する有料老人ホーム 

 

2 基本的事項  

有料老人ホームの事業を計画するに当たっては、次の事項に留意すること。 

(1) 有料老人ホーム経営の基本姿勢としては、入居者の福祉を重視するとともに、安定的かつ

継続的な事業運営を確保していくことが求められること。特に、介護サービスを提供する有

料老人ホームにあっては、より一層、入居者の個人としての尊厳を確保しつつ福祉の向上を

図ることが求められること。 

(2) 老人福祉法の帳簿の作成及び保存、情報の開示、権利金等の受領の禁止並びに前払金の保

全措置及び返還に関する規定を遵守するとともに、入居者等に対し、サービス内容等の情報

を開示するなどにより施設運営について理解を得るように努め、入居者等の信頼を確保する

ことが求められること。 

(3) 本指針を満たすだけでなく、より高い水準の施設運営に向けて努力することが期待される

こと。 

(4) 特定施設入居者生活介護等の事業者の指定を受けた有料老人ホームにあっては、本指針に

規定することのほか、名古屋市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
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等を定める条例（平成24年名古屋市条例第73号）、名古屋市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年名古屋市条例第74号）及び名

古屋市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成24年名古屋市条

例第78号）のうち当該施設に該当する基準を遵守すること。 

(5) 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針（平成21年厚生労働省・国土交通省告示

第1号）の五の４「高齢者居宅生活支援サービスの提供」を参考に、特定の事業者によるサ

ービスを利用させるような入居契約を締結することなどの方法により、入居者が希望する医

療・介護サービスを設置者が妨げてはならないこと。 

(6) 都市計画法（昭和43年法律第100号）による開発許可若しくは建築許可申請前又は開発許

可対象外の場合については建築確認申請前から関係機関と十分な事前協議を行うこと。 

(7) 老人福祉法第29条第1項に規定する届出については十分な事前協議を行った後に建築確認

申請を行い、建築確認後速やかに名古屋市長への届出を行うこと。 

(8) 名古屋市長への届出後（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、登録後）

に入居募集を行うこと。 

(9) 有料老人ホームの設置時に老人福祉法第29条第1項に規定する届出を行っていない場合や、

本指針に基づく指導を受けている場合は、当該届出を行った上で、本指針の遵守に向け計画

的に運営の改善を図ること。 

(10) サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものにあっては、3、4、5、6及び10の

規定は適用せず、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項に定める登録基準による

こと。 

 

3 設置者  

(1) 設置者は、老人福祉施設の場合と異なり、地方公共団体及び社会福祉法人に限定されるも

のではないこと。 

(2) 公益法人にあっては、有料老人ホームの事業を行うに当たって主務官庁の承認を得ている

こと。 

(3) 事業を確実に遂行できるような経営基盤が整っているとともに、社会的信用の得られる経

営主体であること。 

(4) 個人経営でないこと。また少数の個人株主等による独断専行的な経営が行われる可能性の

ある体制でないこと。 

(5) 他業を営んでいる場合には、その財務内容が適正であること。  

(6) 役員等の中には、有料老人ホーム運営について知識、経験を有する者等を参画させること。 

さらに、介護サービスを提供する有料老人ホームの場合は、役員等の中に高齢者の介護につ

いて知識、経験を有する者を参画させるなど介護サービスが適切に提供される運営体制が確

保されていること。  

(7) 当該有料老人ホームの運営に当たっては、名古屋市暴力団排除条例（平成24年名古屋市条

例第19号）第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。 

 

4 立地条件 

(1) 入居者が健康で安全な生活を維持できるよう、交通の利便性、地域の環境、災害に対する

安全性及び医療機関等との連携等を考慮して立地すること。特に、有料老人ホームは、入居

者である高齢者が介護等のサービスを受けながら長期間にわたり生活する場であることか

ら、住宅地から遠距離であったり、入居者が外出する際に不便が生じるような地域に立地す
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ることは好ましくないこと。 

(2) 有料老人ホームの事業の用に供する土地及び建物については、有料老人ホーム事業以外の

目的による抵当権その他の有料老人ホームとしての利用を制限するおそれのある権利が存

しないことが登記簿謄本及び必要に応じた現地調査等により確認できること。 

(3) 借地による土地に有料老人ホームを設置する場合又は借家において有料老人ホーム事業

を実施する場合には、入居契約の契約期間中における入居者の居住の継続を確実なものとす

るため、契約関係について次の要件を満たすこと。 

ア 借地の場合（土地の所有者と設置者による土地の賃貸借）  

（ア）有料老人ホーム事業のための借地であること及び土地の所有者は有料老人ホーム事

業の継続について協力する旨を契約上明記すること。  

（イ）建物の登記をするなど法律上の対抗要件を具備すること。 

（ウ）入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、借地借家法（平成3年法律

第90号）第3条の規定に基づき、当初契約の借地契約の期間は30年以上であることと

し、自動更新条項が契約に入っていること。  

（エ）無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。  

（オ）設置者による増改築の禁止特約がないこと、又は、増改築について当事者が協議し

土地の所有者は特段の事情がない限り増改築につき承諾を与える旨の条項が契約に

入っていること。  

（カ）賃料改定の方法が長期にわたり定まっていること。  

（キ）相続、譲渡等により土地の所有者が変更された場合であっても、契約が新たな所有

者に承継される旨の条項が契約に入っていること。  

（ク）借地人に著しく不利な契約条件が定められていないこと。  

イ 借家の場合（建物の所有者と設置者による建物の賃貸借） 

（ア）有料老人ホーム事業のための借家であること及び建物の所有者は有料老人ホーム事

業の継続について協力する旨を契約上明記すること。  

（イ）入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、当初契約の契約期間は20年

以上であることとし、更新後の借家契約の期間（極端に短期間でないこと）を定めた

自動更新条項が契約に入っていること。 

（ウ）無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。 

（エ）賃料改定の方法が長期にわたり定まっていること。 

（オ）相続、譲渡等により建物の所有者が変更された場合であっても、契約が新たな所有

者に承継される旨の条項が契約に入っていること。 

（カ）建物の賃借人である設置者に著しく不利な契約条件が定められていないこと。  

（キ）入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、建物の優先買取権が契約に

定められていることが望ましいこと。 

(4) 借地・借家等の契約関係が複数になる場合にあっては、土地信託方式、生命保険会社に

よる新借地方式及び実質的には二者間の契約関係と同一視できる契約関係であって当該契

約関係が事業の安定に資する等やむを得ないと認められるものに限られること。 

(5) 定期借地・借家契約による場合には、入居者との入居契約の契約期間が当該借地・借家

契約の契約期間を超えることがないようにするとともに、入居契約に際して、その旨を十

分に説明すること。なお、入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、定期借

地・借家契約ではなく、通常の借地・借家契約とすること。 
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5 規模及び構造設備  

(1) 建物は、入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備を有すること。  

(2) 建物は、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とすること。 

(3) 建物には、建築基準法、消防法（昭和23年法律第186号）等に定める避難設備、消火設備、

警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故・災害に対応するための設備を十分設

けること。 

 特に、スプリンクラー設備については、入居者及び職員の生命又は身体の安全を確保する

とともに、火災事故の発生を防止するため、設置義務の有無にかかわらず、確実に設置する

こと。 

また、ナースコール等緊急通報装置を設置する等により、入居者の急病等緊急時の対応を

図ること。  

(4) 建物の設計に当たっては、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」（平成13年国土交

通省告示第1301号）を踏まえて、入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応でき

るよう配慮すること。  

(5) 建物の配置及び構造は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生について十分考慮されたも

のであること。  

(6) 同一建物内に別の用途の事業所等が併設される場合は、入居者の生活や活動の支障となら

ないよう、当該事業所等の利用者と入居者との出入口や動線を分けるなどの配慮をすること。 

(7) 次の居室を設けること。 

ア 一般居室  

イ 介護居室  

設置者が自ら介護サービスを提供するための専用の居室であり、入居者の状況等に応じ

て適切な数を確保すること。なお、一般居室で介護サービスが提供される場合又は有料老

人ホームが自ら介護サービスを提供しない場合は介護居室を設置しなくてもよいこと。 

ウ 一時介護室  

設置者が自ら一時的な介護サービスを提供するための居室であり、入居者の状況等に応

じて適切な数を確保すること。なお、一般居室又は介護居室で一時的な介護サービスを提

供することが可能である場合は一時介護室を設置しなくてもよいこと。  

(8) 次の設備について、居室内に設置しない場合は、全ての入居者が利用できるように適当な

規模及び数を設けること。  

ア 浴室  

イ 洗面設備  

ウ 便所  

(9) 設置者が提供するサービス内容に応じ、次の共同利用の設備を設けること。 

ア 食堂  

イ 医務室又は健康管理室  

ウ 看護・介護職員室  

エ 機能訓練室（専用室を確保する場合に限らず、機能訓練を行うために適当な広さの場所

が確保できる場合を含む。）  

オ 談話室又は応接室  

カ 洗濯室  

キ 汚物処理室  

ク 健康・生きがい施設（スポーツ、レクリエーション等のための施設、図書室その他の施

設）  
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ケ 前各号に掲げるもののほか、事務室、宿直室その他の運営上必要な設備  

(10) (7)、(8)及び(9)に定める設備の基準は、次によること。  

ア 一般居室、介護居室及び一時介護室は次によること。 

（ア）個室とすることとし、入居者１人当たりの床面積は13平方メートル（面積の算定方

法は内法方法で行う。トイレ等の面積は除く。）以上とすること。 

（イ）各個室は、建築基準法第30条の規定に基づく界壁により区分されたものとすること。  

イ 医務室を設置する場合には、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条に規定す

る診療所の構造設備の基準に適合したものとすること。  

ウ 要介護者等が使用する浴室は、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。  

エ 要介護者等が使用する便所は、居室内又は居室のある階ごとに居室に近接して設置する

こととし、ナースコール等緊急通報装置等を備えるとともに、身体の不自由な者が使用す

るのに適したものとすること。  

オ 居室のある区域の廊下は、入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動することが可能とな

るよう、次の(ア)又は(イ)によること。  

（ア）すべての居室が個室で、１室当たりの床面積が18平方メートル（面積の算定方法は

バルコニーの面積を除き、壁芯(へきしん)方法による。）以上であって、かつ、居室

内に便所及び洗面設備が設置されている場合、廊下の幅は1.4メートル以上とするこ

と。ただし、中廊下の幅は1.8メートル以上とすること。  

（イ）上記以外の場合、廊下の幅は1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は

2.7メートル以上とすること。  

 

6 既存建築物等の活用の場合等の特例  

(1) 既存の建築物を転用して開設される有料老人ホーム又は定員9人以下の有料老人ホームに

ついて、建物の構造上5(10)に定める基準を満たすことが困難である場合においては、次の

いずれかの基準を満たす場合、当該基準に適合することを要しない。 

ア 次の(ア)、(イ)及び(ウ)の基準を満たすもの  

（ア）すべての居室が個室であること。  

（イ）5(10)に定める基準を満たしていない事項について、重要事項説明書又は管理規程

に記入し、その内容を適切に入居者又は入居希望者に対して説明すること。  

（ウ）次の①又は②のいずれかに適合するものであること  

① 代替の措置（入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動することが可能となる廊下

幅を確保できない場合において、入居者の希望に応じて職員が廊下の移動を介助す

ることなど）を講ずること等により、5(10)の基準を満たした場合と同等の効果が得

られると認められるものであること。  

② 将来において5(10)に定める基準に適合させる改善計画を策定し、入居者への説明

を行っていること。  

イ 建物の構造について、文書により適切に入居者又は入居希望者に対して説明しており、

外部事業者によるサービスの受入や地域との交流活動の実施などにより、事業運営の透明

性が確保され、かつ、入居者に対するサービスが適切に行われているなど、適切な運営体

制が確保されているものとして名古屋市長が個別に認めたもの  

(2) 名古屋市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の 

各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての有料老人ホームであって、火災に係る入 

居者の安全性が確保されていると認めたものについては、5(2)の規定にかかわらず、耐火建 

築物又は準耐火建築物とすることを要しない。  
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ア スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。  

イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。  

ウ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員す

ること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。  

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律（平成23年法律第74号。以

下「改正法」という。）の施行（平成23年10月20日）の際現に改正法による改正前の高齢者

の居住の安定確保に関する法律第4条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けてい

る高齢者専用賃貸住宅であった有料老人ホームについては、5(2)、(3)、(7)、(8)、(9)及び

(10)の基準を適用しない。ただし、建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火設備、警

報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故、災害に対応するための設備を十分に設

けるとともに、緊急通報装置を設置する等により、入居者の急病等緊急時の対応を図ること。 

 

7 職員の配置、研修及び衛生管理  

(1) 職員の配置  

ア 職員の配置については、入居者の数及び提供するサービス内容に応じ、その呼称にかか

わらず、次の職員を配置すること。 

（ア）管理者  

（イ）生活相談員（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、国土交通

省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成23年厚生

労働省・国土交通省令第2号）第11条第1号の規定に基づく状況把握サービス及び生

活相談サービスを提供する職員）  

（ウ）栄養士 

（エ）調理員 

イ 介護サービスを提供する有料老人ホームの場合は、上記の他、提供する介護サービスの

内容に応じ、次によること。  

（ア）要介護者等を直接処遇する職員（介護職員及び看護職員をいう。以下「直接処遇

職員」という。）については、介護サービスの安定的な提供に支障がない職員体制

とすること。  

（イ）看護職員については、入居者の健康管理に必要な数を配置すること。ただし、看

護職員として看護師の確保が困難な場合には、准看護師を充てることができる。  

（ウ）機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練

を行う能力を有する者を配置すること。  

（エ）管理者その他の介護サービスの責任者の地位にある者は、高齢者の介護について

知識、経験を有する者を配置すること。  

ウ 入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること。 

(2) 職員の研修  

職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施すること。特に、生活相

談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内

容、介護に関する知識及び技術、作業手順等について研修を行うこと。  

(3) 職員の衛生管理  
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職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時

及び採用後において定期的に健康診断を行うとともに、就業中の衛生管理について十分な点

検を行うこと。  

 

8 有料老人ホーム事業の運営  

(1) 管理規程の制定  

入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、介護を行う場合の基準、医療

を要する場合の対応などを明示した管理規程を設けること。なお、上記内容を含み、入居者

に対する説明事項を適切に提示している資料であれば、その呼称にかかわらず、管理規程と

して扱って差し支えない。 

(2) 名簿の整備  

緊急時において迅速かつ適切に対応できるようにする観点から、入居者及びその身元引受

人等の氏名及び連絡先を記載した名簿を整備しておくこと。 

(3) 帳簿の整備  

老人福祉法第29条第4項の規定を参考に、次の事項を記載した帳簿を作成し、2年間保存す

ること。 

ア 有料老人ホームの修繕及び改修の実施状況  

イ 老人福祉法第29条第7項に規定する前払金、利用料その他の入居者が負担する費用の受

領の記録  

ウ 入居者に供与した次のサービス（以下「提供サービス」という。）の内容 

（ア）入浴、排せつ又は食事の介護  

（イ）食事の提供  

（ウ）洗濯、掃除等の家事の供与  

（エ）健康管理の供与  

（オ）安否確認又は状況把握サービス  

（カ）生活相談サービス  

エ 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様及び時間、そ

の際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由  

オ 提供サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容  

カ 提供サービスの供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際し

て採った処置の内容  

キ 提供サービスの供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者

の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況  

ク 設備、職員、会計及び入居者の状況に関する事項  

(4) 個人情報の取り扱い  

(2)の名簿及び(3)の帳簿における個人情報に関する取り扱いについては、個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号）及び同法に基づく「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成16年12月24日・厚生労働省）」を遵守す

ること。 

(5) 緊急時の対応  

ア 事故・災害及び急病・負傷に迅速かつ適切に対応できるよう具体的な計画、マニュア 

ル等を策定すること。 

   イ 避難訓練は、年 2 回以上の昼間及び夜間を想定した実地訓練及び定期的な教育訓練を

実施するとともに、訓練の実施記録を備えること。 
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   ウ 非常災害に備え、入居者及び従業者の 3 日間の生活に必要な食料及び飲料水を備蓄す

ること。 

(6) 衛生管理等 

   ア 入居者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。 

   イ 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずること。 

   ウ 食事サービスを提供する有料老人ホームにあっては、食中毒が発生し、又はまん延し

ないように「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」（平成15年12月12日社援

基発第1212001号）に基づく衛生管理を行うこと。 

(7) 医療機関等との連携  

ア 入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関と協力する旨及びその協

力内容を取り決めておくこと。 

イ あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めておくよう努め

ること。 

ウ 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療機関及び協力歯科医療機

関の診療科目等について入居者に周知しておくこと。 

エ 入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協力医療機関による医師の訪

問や、嘱託医の確保などの支援を行うこと。  

オ 入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関及び協力歯

科医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置者が提示するものであって、当

該医療機関における診療に誘引するためのものではない。  

カ 医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領することその他の

健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を受けることにより、入

居者が当該医療機関において診療を受けるように誘引してはならないこと。  

(8) 介護サービス事業所との関係  

ア 近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供すること。  

イ 入居者の介護サービスの利用にあっては、設置者及び当該設置者と関係のある事業者 

など特定の事業者からのサービス提供に限定又は誘導しないこと。  

ウ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。  

(9) 運営懇談会の設置等  

有料老人ホーム事業の運営について、入居者の積極的な参加を促し、かつ、外部の者等と

の連携により透明性を確保する観点から、運営懇談会を設置し、その運営に当たっては、次

の事項について配慮すること。ただし、入居定員が少ないなどの理由により、運営懇談会の

設置が困難なときは、地域との定期的な交流が確保されていることや、入居者の家族との個

別の連絡体制が確保されていることなどの代替となる措置があり、かつ、当該措置が運営懇

談会の代替になるものとして入居者への説明を行っている場合にあっては、この限りでない。 

ア 運営懇談会は、管理者、職員及び入居者によって構成されること。 

イ 運営懇談会の開催に当たっては、入居者（入居者のうちの要介護者等についてはその

身元引受人等）に周知し、必要に応じて参加できるように配慮すること。 

ウ 有料老人ホーム事業の運営について外部からの点検が働くよう、職員及び入居者以外

の第三者的立場にある学識経験者、民生委員などを加えるよう努めること。  

エ 運営懇談会では、次に掲げる事項を定期的に報告し、説明するとともに、入居者の要

望、意見を運営に反映させるよう努めること。  

（ア）入居者の状況  
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（イ）サービス提供の状況  

（ウ）管理費、食費その他の入居者が設置者に支払う金銭に関する収支等の内容 

 

9 サービス等  

(1) 設置者は、入居者に対して、契約内容に基づき、次に掲げるサービス等を自ら提供する場

合にあっては、それぞれ、その心身の状況に応じた適切なサービスを提供すること。  

ア 食事サービス  

（ア）高齢者に適した食事を提供すること。  

（イ）栄養士による献立表を作成すること。  

（ウ）食堂において食事をすることが困難であるなど、入居者の希望に応じて、居室にお

いて食事を提供するなど必要な配慮を行うこと。 

イ 生活相談・助言等  

（ア）入居時には、心身の健康状況等について調査を行うこと。  

（イ）入居後は入居者の各種の相談に応ずるとともに適切な助言等を行うこと。  

ウ 健康管理と治療への協力  

（ア）入居時及び定期的に健康診断（歯科に係るものを含む。）の機会を設けるなど、入居

者の希望に応じて健康診断が受けられるよう支援するとともに、常に入居者の健康の状

況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとること。  

（イ）入居者の意向を確認した上で、入居者の希望に応じて、健康診断及び健康保持のため

の措置の記録を適切に保存しておくこと。  

（ウ）入居者が一時的疾病等のため日常生活に支障がある場合には介助等日常生活の世話を

行うこと。  

（エ）医療機関での治療が必要な場合には適切な治療が受けられるよう医療機関への連絡、

紹介、受診手続、通院介助等の協力を行うこと。 

エ 介護サービス  

（ア）介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、契約に定めるところにより、当

該有料老人ホーム又はその提携有料老人ホーム（一定限度以上の要介護状態になった場

合に入居者が住み替えてそこで介護サービスを行うことが入居契約書に明定されてい

るものに限る。）において行うこととし、当該有料老人ホームが行うべき介護サービス

を介護老人保健施設、病院、診療所又は特別養護老人ホーム等に行わせてはならないこ

と。なお、この場合の介護サービスには、医療行為は含まれないものであること。  

（イ）契約内容に基づき、入居者を一般居室、一時介護室又は介護居室において入居者の自

立を支援するという観点に立って処遇するとともに、常時介護に対応できる職員の勤務

体制をとること。  

（ウ）介護記録を作成し、保管するとともに、主治医との連携を十分図ること。  

オ 安否確認又は状況把握  

入居者の安否確認又は状況把握については、安全・安心の確保の観点のみならず、プラ

イバシーの確保について十分に考慮する必要があることから、その方法等については、運

営懇談会その他の機会を通じて入居者の意向の確認、意見交換等を行い、できる限りそれ

を尊重したものとすること。  

カ 機能訓練  

介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、要介護者等の生活の自立の支援を

図る観点から、その身体的、精神的条件に応じた機能訓練等を実施すること。  

キ レクリエーション  
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入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクリエーションを実施すること。  

ク 身元引受人への連絡等  

（ア）入居者の生活において必要な場合には、身元引受人等への連絡等所要の措置をとると

ともに、本人の意向に応じ、関連諸制度、諸施策の活用についても迅速かつ適切な措置

をとること。  

（イ）要介護者等については、入居者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を身

元引受人等へ定期的に報告すること。  

ケ 金銭等管理  

（ア）入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則とすること。ただし、入

居者本人が特に設置者に依頼した場合、又は入居者本人が認知症等により十分な判断能

力を有せず金銭等の適切な管理が行えないと認められる場合であって、身元引受人等の

承諾を得たときには、設置者において入居者の金銭等を管理することもやむを得ないこ

と。  

（イ）設置者が入居者の金銭等を管理する場合にあっては、依頼又は承諾を書面で確認する

とともに、金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引受人等への定期的報告等を管理

規程等で定めること。  

コ 家族との交流・外出の機会の確保  

常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう

努めるとともに、入居者の外出の機会を確保するよう努めること。  

(2) 設置者は、(1)各号に掲げるサービス等の提供に係る入居者との契約を締結する場合、そ

の職員に対して、提供するサービス等の内容を十分に周知徹底すること。  

(3) ｢住居において｢介護保険｣と｢介護保険外｣のサービスが混合して提供される場合における

訪問介護サービスに係る給付の算定要件及び居宅サービス計画の作成等について｣（平成26

年8月5日付け名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課長通知）を踏まえて、施設サービス

計画書を作成する等の方法により有料老人ホームが提供するサービスについて明確にし、必

要に応じて居宅介護支援事業所の介護支援専門員等に情報提供すること。 

(4) 有料老人ホームの職員が、介護保険サービスその他の業務を兼ねる場合にあっては、各職

員について、それぞれが従事する業務の種別に応じた勤務状況を明確にする観点から、適切

に勤務表の作成及び管理を行うこと。  

(5) 設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年法

律第124号）に基づき、次の事項を実施すること。  

ア 同法第5条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居者の保護のための施策に協力する

こと。  

イ 同法第20条の規定に基づき、研修の実施、苦情の処理の体制の整備その他の高齢者虐待

の防止等のための措置を講ずること。  

(6) 入居者に対するサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する

行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないこと。  

(7) 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。  

 

10 事業収支計画  

(1) 市場調査等の実施  

構想段階における地域特性、需要動向等の市場分析や、計画が具体化した段階における市
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場調査等により、相当数の者の入居が見込まれること。  

(2) 資金の確保等  

初期総投資額の積算に当たっては、開設に際して必要となる次に掲げる費用を詳細に検討

し積み上げて算定し、必要な資金を適切な方法で調達すること。また、資金の調達に当たっ

ては主たる取引金融機関等を確保しておくこと。 

ア 調査関係費   イ 土地関係費  ウ 建築関係費   エ 募集関係費    

オ 開業準備関係費  カ 公共負担金   キ 租税公課   ク 期中金利   

ケ 予備費  

(3) 資金収支計画及び損益計画  

次の事項に留意し、長期の資金収支計画及び損益計画を策定すること。  

ア 長期安定的な経営が可能な計画であること。  

イ 低30年以上の長期的な計画を策定し、少なくとも3年ごとに見直しを行うこと。  

ウ 借入金の返済に当たっては、資金計画上無理のない計画となっていること。  

エ 適切かつ実行可能な募集計画に基づいていること。  

オ 長期推計に基づく入居時平均年齢、男女比、単身入居率、入退去率、入居者数及び要介

護者発生率を勘案すること。  

カ 人件費、物件費等の変動や建物の修繕費等を適切に見込んでいること。  

キ 前払金（入居時に老人福祉法第29条第7項に規定する前払金として一括して受領する利

用料）の償却年数は、入居者の終身にわたる居住が平均的な余命等を勘案して想定される

期間（以下「想定居住期間」という。）とすること。  

ク 常に適正な資金残高があること。  

(4) 経理・会計の独立  

有料老人ホーム以外にも事業経営を行っている経営主体については、当該有料老人ホーム

についての経理・会計を明確に区分し、他の事業に流用しないこと。  

 

11 利用料等  

(1) 有料老人ホームは、契約に基づき入居者の負担により賄われるものであり、その支払方法

については、月払い方式、前払い方式又はこれらを組み合わせた方式等多様な方法が考えら

れるが、いずれの場合にあっても、設置者が次に掲げる費用を受領する場合の取扱いについ

ては、それぞれ次によること。  

   なお、法第 29 条第 6 項の規定（権利金等の受領の禁止）に基づき、利用料金については、

具体的な積算根拠を明示し、家賃、敷金及び介護等その他日常生活上有料老人ホームが提供

する便宜の供与の対価のみ受領することができるものであることに留意すること。 

ア 家賃（賃貸借契約以外の契約で受領する利用料のうち、部屋代に係る部分を含む。）  

当該有料老人ホームの整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を

基礎として合理的に算定したものとし、近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に

上回るものでないこと。  

イ 敷金  

敷金を受領する場合には、その額は6か月分を超えないこととし、退去時に居室の原状

回復費用を除き全額返還すること。なお、原状回復の費用負担については、「原状回復を

めぐるトラブルとガイドライン（再改訂版） 」（平成23年8月国土交通省住宅局）を参考

にすること。  

ウ 介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価（以下「サービス費用」という。）  

（ア）入居者に対するサービスに必要な費用の額（食費、介護費用その他の運営費等）を
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基礎とする適切な額とすること。  

（イ）多額の前払金を払えば毎月の支払は一切なく生涯生活を保証するという終身保証契

約は、その後において入居者の心身の状況や物価、生活費等の経済情勢が著しく変化

することがあり得るので、原則として好ましくないこと。  

（ウ）設置者が、サービスを提供した都度個々にそのサービス費用を受領する場合につい

ては、提供するサービスの内容に応じて人件費、材料費等を勘案した適切な額とする

こと。  

（エ）介護付有料老人ホームにおいて、手厚い職員体制又は個別的な選択による介護サー

ビスとして介護保険外に別途費用を受領できる場合は、「特定施設入居者生活介護事

業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について」（平成12年3月

30日付け老企第52号厚生省老人保健福祉局長企画課長通知）の規定によるものに限ら

れていることに留意すること。  

(2) 前払い方式（終身にわたって受領すべき家賃又はサービス費用の全部又は一部を前払金と

して一括して受領する方式）によって入居者が支払を行う場合にあっては、次の各号に掲げ

る基準によること。  

ア 受領する前払金が、受領が禁止されている権利金等に該当しないことを入居契約書等に

明示し、入居契約に際し、入居者に対して十分に説明すること。  

イ 老人福祉法第29条第7項の規定に基づき、前払金の算定根拠を書面で明示するとともに、

前払金に係る銀行の債務の保証等の「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が

講ずべき措置」（平成18年厚生労働省告示第266号）に規定する必要な保全措置を講じな

ければならないこと。なお、平成18年3月31日までに届出がされた有料老人ホームについ

ては、保全措置の法的義務付けはないが、入居者の利益を保護する観点から、前払金の算

定根拠を書面で明示するとともに、適切な保全措置を講じるよう努めること。  

ウ 前払金の算定根拠については、想定居住期間を設定した上で、次のいずれかにより算定

することを基本とすること。  

（ア）期間の定めがある契約の場合  

（１ヶ月分の家賃又はサービス費用）×（契約期間（月数））  

（イ）終身にわたる契約の場合  

（１ヶ月分の家賃又はサービス費用）×（想定居住期間（月数））＋（想定居住期間を

超えて契約が継続する場合に備えて受領する額）  

エ サービス費用の前払金の額の算出については、想定居住期間、開設後の経過年数に応じ

た要介護発生率、介護必要期間、職員配置等を勘案した合理的な積算方法によるものとす

ること。ただし、サービス費用のうち介護費用に相当する分について、介護保険の利用者

負担分を、設置者が前払金により受け取ることは、利用者負担分が不明確となるので不適

当であること。  

オ 前払金の算定根拠とした想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する

額については、具体的な根拠により算出された額とすること。  

カ 老人福祉法第29条第8項の規定に基づき、前払金を受領する場合にあっては、前払金の

全部又は一部を返還する旨の契約を締結することになっていることから、その返還額につ

いては、入居契約書等に明示し、入居契約に際し、入居者に対して十分に説明するととも

に、前払金の返還を確実に行うこと。  

キ 入居契約において、入居者の契約解除の申し出から実際の契約解除までの期間として予

告期間等を設定し、老人福祉法施行規則（昭和38年厚生省令第28号）第21条第1項第1号に

規定する前払金の返還債務が義務づけられる期間を事実上短縮することによって、入居者
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の利益を不当に害してはならないこと。  

ク 着工時において、相当数の者の入居が見込まれない場合については、十分な入居者を確

保し安定的な経営が見込まれるまでの間については、前払金の返還金債務について銀行保

証等が付されていること。  

 

12 契約内容等  

(1) 契約締結に関する手続等  

ア 契約に際して、契約手続、利用料等の支払方法などについて事前に十分説明すること。

特定施設入居者生活介護等の指定を受けた設置者にあっては、入居契約時には特定施設入

居者生活介護の提供に関する契約を締結しない場合であっても、入居契約時に、当該契約

の内容について十分説明すること。  

イ 前払金の内金は、前払金の20％以内とし、残金は引渡し日前の合理的な期日以降に徴収

すること。  

ウ 入居開始可能日前の契約解除の場合については、既受領金の全額を返還すること。  

(2) 契約内容  

ア 入居契約書において、有料老人ホームの類型（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受

けていないものに限る。）、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、そ

の旨、利用料等の費用負担の額及びこれによって提供されるサービス等の内容、入居開始

可能日、身元引受人の権利・義務、契約当事者の追加、契約解除の要件及びその場合の対

応、前払金の返還金の有無、返還金の算定方式及びその支払時期等が明示されていること。  

イ 介護サービスを提供する場合にあっては、心身の状態等に応じて介護サービスが提供さ

れる場所、介護サービスの内容、頻度及び費用負担等を入居契約書又は管理規程上明確に

しておくこと。  

ウ 利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにしておくとともに、利用

料等の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にすること。  

エ 入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害する場合に限るな

ど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと。また、入居者、設置者双方の契

約解除条項を入居契約書上定めておくこと。  

オ 要介護状態になった入居者を一時介護室において処遇する場合には、医師の意見を聴い

て行うものとし、その際本人の意思を確認するとともに、身元引受人等の意見を聴くこと

を入居契約書又は管理規程上明らかにしておくこと。  

カ 一定の要介護状態になった入居者が、一般居室から介護居室若しくは提携ホームに住み

替える契約の場合、入居者が一定の要介護状態になったことを理由として契約を解除する

契約の場合、又は、介護居室の入居者の心身の状況に著しい変化があり介護居室を変更す

る契約の場合にあっては、次の手続を含む一連の手続を入居契約書又は管理規程上明らか

にしておくこと。また、一般居室から介護居室若しくは提携ホームに住み替える場合の家

賃相当額の差額が発生した場合の取扱いについても考慮すること。  

（ア）医師の意見を聴くこと。  

（イ）本人又は身元引受人等の同意を得ること。  

（ウ）一定の観察期間を設けること。  

(3) 消費者契約の留意点  

消費者契約法（平成12年法律第61号）第二節（消費者契約の条項の無効）の規定により、

事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項及び

消費者の利益を一方的に害する条項については無効となる場合があることから、入居契約書
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の作成においては、十分に留意すること。  

(4) 重要事項の説明等  

老人福祉法第29条第5項の規定に基づく情報の開示において、老人福祉法施行規則第20条

の5第14号に規定する入居契約に関する重要な事項の説明については、次の各号に掲げる基

準によること。  

ア 入居契約に関する重要な事項を説明するため、別紙様式に基づき「重要事項説明書」（以

下「重要事項説明書」という。）を作成するものとし、入居者に誤解を与えることがない

よう必要な事項を実態に即して正確に記載すること。なお、同様式の別添１「事業者が運

営する介護サービス事業一覧表」及び別添２「入居者の個別選択によるサービス一覧表」

は、重要事項説明書の一部をなすものであることから、重要事項説明書に必ず添付するこ

と。  

イ 重要事項説明書は、老人福祉法第29条第5項の規定により、入居相談があったときに交

付するほか、求めに応じ交付すること。  

ウ 入居希望者が、次に掲げる事項その他の契約内容について十分理解した上で契約を締結

できるよう、契約締結前に十分な時間的余裕をもって重要事項説明書及び実際の入居契約

の対象となる居室に係る個別の入居契約書について説明を行うこととし、その際には説明

を行った者及び説明を受けた者の署名を行うこと。  

（ア）設置者の概要  

（イ）有料老人ホームの類型（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないものに

限る。）  

（ウ）サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合、その旨  

（エ）有料老人ホームの設置者又は当該設置者に関係する事業者が、当該有料老人ホーム

の入居者に提供することが想定される介護保険サービスの種類  

（オ）入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨  

エ 有料老人ホームの設置時に老人福祉法第29条第1項に規定する届出を行っていない場合

や、本指針に基づく指導を受けている場合は、重要事項説明書にその旨を記載するととも

に、入居契約に際し、入居希望者に対して十分に説明すること。 

(5) 体験入居  

既に開設されている有料老人ホームにおいては、体験入居を希望する入居希望者に対し

て、契約締結前に体験入居の機会の確保を図ること。  

(6) 入居者募集等  

ア 入居募集に当たっては、パンフレット、募集広告等において、有料老人ホームの類型（サ

ービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないものに限る。）、サービス付き高齢者向

け住宅の登録を受けている場合は、その旨及び特定施設入居者生活介護等の種類を明示す

ること。  

イ 誇大広告等により、入居者に不当に期待を抱かせたり、それによって損害を与えたりす

るようなことがないよう、実態と乖離のない正確な表示をするとともに、「有料老人ホー

ム等に関する不当な表示」（平成16年公正取引委員会告示第3号。以下「不当表示告示」

という。）を遵守すること。特に、介護が必要となった場合の介護を行う場所、介護に要

する費用の負担、介護を行う場所が入居している居室でない場合の当該居室の利用権の存

否等については、入居者に誤解を与えるような表示をしないこと。  

(7) 苦情解決の方法  

入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、設置者において苦情処理体制を整

備するとともに、外部の苦情処理機関について入居者に周知すること。  

-27-



(8) 事故発生の防止の対応  

有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じること。  

ア 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること。  

イ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告 

され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。  

ウ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。  

(9) 事故発生時の対応  

有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じること。  

ア 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに名古屋市長及び

入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。  

イ 前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。  

ウ 入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、入居者に対し

ての損害賠償を速やかに行うものとすること。 

 

13 情報開示  

(1) 有料老人ホームの運営に関する情報  

設置者は、老人福祉法第29条第5項の情報開示の規定を遵守し、入居者又は入居しようと

する者に対して、重要事項説明書を書面により交付するとともに、パンフレット、重要事項

説明書、入居契約書（特定施設入居者生活介護等の提供に関する契約書を含む。）、管理規

程等を公開するものとし、求めに応じ交付すること。  

(2) 前払金を受領する有料老人ホームに関する情報  

前払金を受領する有料老人ホームにあっては、次の事項に留意すること。  

ア 前払金が将来の家賃、サービス費用に充てられるものであることから、貸借対照表及び

損益計算書又はそれらの要旨についても、入居者及び入居希望者の求めに応じ閲覧に供す

ること。  

イ 有料老人ホームの経営状況・将来見通しに関する入居者等の理解に資する観点から、事

業収支計画についても閲覧に供するよう努めるとともに、貸借対照表等の財務諸表につい

て、入居者等の求めがあればそれらの写しを交付するよう配慮すること。  

(3) 有料老人ホーム類型の表示  

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていない有料老人ホームの設置者は、有料老人

ホームの類型を、別表「有料老人ホームの類型」のとおり分類し、パンフレット、新聞等に

おいて広告を行う際には、施設名と併せて表示することとし、同別表中の表示事項について

も類型に併記すること。ただし、表示事項については、同別表の区分により難いと特に認め

られる場合には、同別表の区分によらないことができること。  

(4) 介護の職員体制に関する情報  

有料老人ホームの類型の表示を行う場合、介護に関わる職員体制について「1.5：1 以上」、

「2：1 以上」又は「2.5：1 以上」の表示を行おうとする有料老人ホームにあっては、介護

に関わる職員の割合を年度ごとに算定し、表示と実態の乖離がないか自ら検証するとともに、

入居者等に対して算定方法及び算定結果について説明すること。 
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別紙様式 

 

重要事項説明書 

 

 

 記入年月日  

 記入者名  

所属・職名  

 

 

※ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームについては、「登録申

請書の添付書類等の参考とする様式について（平成 23 年 10 月７日付け厚生労働省老健局

高齢者支援課長・国土交通省住宅局安心居住推進課長事務連絡）」の別紙４の記載内容を合

わせて記載して差し支えありません。その場合、以下の１から３まで及び６の内容につい

ては、別紙４の記載内容で説明されているものとみなし、欄自体を削除して差し支えあり

ません。 

 

１．事業主体概要 

種類 個人／法人 

※法人の場合、その種類  

名称 （ふりがな） 

 

主たる事務所の所在地 〒 

連絡先 電話番号  

FAX番号  

ホームページアドレス http:// 
代表者 氏名  

職名  

設立年月日 昭和・平成  年  月  日 

主な実施事業 ※別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 
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２．有料老人ホーム事業の概要 

（住まいの概要） 

名称 （ふりがな） 

 

所在地 〒 

主な利用交通手段 寄駅 駅 

交通手段と所要時間 例：①バス利用の場合 

・○○バスで乗車○分、△△停留所で下車、

徒歩○分 

②自動車利用の場合 

・乗車○分 

連絡先 電話番号  

FAX番号  

ホームページアドレス http:// 
管理者 氏名  

職名  

建物の竣工日 昭和・平成  年  月  日 

有料老人ホーム事業の開始日 昭和・平成  年  月  日 

 

（類型）【表示事項】 

１ 介護付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

２ 介護付（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

３ 住宅型 

４ 健康型 

１又は２に

該当する場

合 

介護保険事業者番号  

指定した自治体名 県（市）

事業所の指定日 平成  年  月  日 

指定の更新日（直近） 平成  年  月  日 
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３．建物概要 

土地 敷地面積 ㎡ 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する土地 

２ 事業者が賃借する土地 

 抵当権の有無 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

建物 延床面積 全体 ㎡

うち、老人ホーム部分 ㎡

耐火構造 １ 耐火建築物 

２ 準耐火建築物 

３ その他（            ） 

構造 １ 鉄筋コンクリート造 

２ 鉄骨造 

３ 木造 

４ その他（             ） 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する建物 

２ 事業者が賃借する建物 

抵当権の設定 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

居室の状況 

居室区分 

【表示事項】

１ 全室個室 

２ 相部屋あり 

 
少 人部屋

大 人部屋

 トイレ 浴室 面積 戸数・室数 区分※ 

タイプ１ 有／無 有／無 ㎡

タイプ２ 有／無 有／無 ㎡

タイプ３ 有／無 有／無 ㎡

タイプ４ 有／無 有／無 ㎡

タイプ５ 有／無 有／無 ㎡

タイプ６ 有／無 有／無 ㎡

※「一般居室個室」「一般居室相部屋」「介護居室個室」「介護居室相部屋」「一時介護室」の別を記入。
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共用施設 共用便所における

便房 
ヶ所

うち男女別の対応が可能な便房 ヶ所

うち車椅子等の対応が可能な便房 ヶ所

共用浴室 ヶ所
個室 ヶ所

大浴場 ヶ所

共用浴室における

介護浴槽 
ヶ所

チェアー浴 ヶ所

リフト浴 ヶ所

ストレッチャー浴 ヶ所

その他（      ） ヶ所

食堂 １ あり   ２ なし 

入居者や家族が利

用できる調理設備 

１ あり   ２ なし 

エレベーター １ あり（車椅子対応） 

２ あり（ストレッチャー対応） 

３ あり（上記１・２に該当しない） 

４ なし 

消防用設備

等 

消火器 １ あり   ２ なし 

自動火災報知設備 １ あり   ２ なし 

火災通報設備 １ あり   ２ なし 

スプリンクラー １ あり   ２ なし 

防火管理者 １ あり   ２ なし 

防災計画 １ あり   ２ なし 

その他  

 

 

４．サービスの内容 

（全体の方針） 

運営に関する方針  

サービスの提供内容に関する特色  

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

食事の提供 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

生活相談サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 
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（介護サービスの内容） ※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能 

特定施設入居者生活介護の加算

の対象となるサービスの体制の

有無 

個別機能訓練加算 １ あり ２ なし 

夜間看護体制加算 １ あり ２ なし 

医療機関連携加算 １ あり ２ なし 

看取り介護加算 １ あり ２ なし 

認知症専門

ケア加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

サービス提

供体制強化

加算 

(Ⅰ)イ １ あり ２ なし 

(Ⅰ)ロ １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

(Ⅲ) １ あり ２ なし 

人員配置が手厚い介護サービス

の実施の有無 
１ あり  

（介護・看護職員の配置率） 

：１ 

２ なし 

 

（医療連携の内容） 

医療支援 

※複数選択可

１ 救急車の手配 

２ 入退院の付き添い 

３ 通院介助 

４ その他（             ） 

協力医療機関 １ 名称  

住所  

診療科目  

協力内容  

２ 名称  

住所  

診療科目  

協力内容  

協力歯科医療機関 名称  

住所  

協力内容  
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（入居後に居室を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能  

入居後に居室を住み替える場合

※複数選択可

１ 一時介護室へ移る場合 

２ 介護居室へ移る場合 

３ その他（       ） 

判断基準の内容  

手続きの内容  

追加的費用の有無 １ あり  ２ なし 

居室利用権の取扱い  

前払金償却の調整の有無 １ あり  ２ なし 

従前の居室との

仕様の変更 
面積の増減 １ あり  ２ なし 

便所の変更 １ あり  ２ なし 

浴室の変更 １ あり  ２ なし 

洗面所の変更 １ あり  ２ なし 

台所の変更 １ あり  ２ なし 

その他の変更
１ あり 

（変更内容） 

２ なし 

 

 

（入居に関する要件） 

入居対象となる者 
【表示事項】 

自立している者 １ あり  ２ なし 

要支援の者 １ あり  ２ なし 

要介護の者 １ あり  ２ なし 

留意事項  

契約の解除の内容  

事業主体から解約を求める場合 
解約条項  

解約予告期間 ヶ月

入居者からの解約予告期間 ヶ月

体験入居の内容 １ あり（内容：          ）   

２ なし 

入居定員 人

その他  
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５．職員体制 

※有料老人ホームの職員について記載すること（同一法人が運営する他の事業所と兼務する職員について

は、有料老人ホームの職員として勤務する部分についてのみ記載すること）。 

（職種別の職員数） 

 

職員数（実人数） 常勤換算人数

※１※２ 合計 

 常勤 非常勤 

管理者     

生活相談員     

直接処遇職員     

 介護職員     

 看護職員     

機能訓練指導員     

計画作成担当者     

栄養士     

調理員     

事務員     

その他職員     

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※２  
※１ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算

した人数をいう。 
※２ 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。 

 

（資格を有している介護職員の人数） 

 
合計 

 常勤 非常勤 

社会福祉士    

介護福祉士    

実務者研修の修了者    

初任者研修の修了者    

介護支援専門員    
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（資格を有している機能訓練指導員の人数） 

 
合計 

 常勤 非常勤 

看護師又は准看護師    

理学療法士    

作業療法士    

言語聴覚士    

柔道整復士    

あん摩マッサージ指圧師    

 

（夜勤を行う看護・介護職員の人数） 

夜勤帯の設定時間（   時～   時） 

 平均人数 少時人数（休憩者等を除く） 

看護職員 人 人

介護職員 人 人

 

（特定施設入居者生活介護等の提供体制） 

特定施設入居者生活介護の

利用者に対する看護・介護職

員の割合 
（一般型特定施設以外の場

合、本欄は省略可能） 

契約上の職員配置比率※ 

【表示事項】 

ａ 1.5：１以上 

ｂ ２：１以上 

ｃ 2.5：１以上 

ｄ ３：１以上 

実際の配置比率 

（記入日時点での利用者数：常勤換算職員数） ：１

※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択 

外部サービス利用型特定施設である有料

老人ホームの介護サービス提供体制（外部

サービス利用型特定施設以外の場合、本欄

は省略可能） 

ホームの職員数 人

訪問介護事業所の名称 

訪問看護事業所の名称 

通所介護事業所の名称 

 

 

 

（職員の状況） 

管理者 

他の職務との兼務 １ あり     ２ なし 

業務に係る資格等 １ あり 

 資格等の名称  

２ なし 
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 看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の

採用者数 
          

前年度１年間の

退職者数 
          

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
に

応
じ
た
職
員
の
人
数

１年未満           

１年以上

３年未満 
          

３年以上

５年未満 
          

５年以上

10年未満 
          

10年以上           

従業者の健康診断の実施状況 １ あり  ２ なし 

 

 

６．利用料金 

（利用料金の支払い方法） 

居住の権利形態 

【表示事項】 

１ 利用権方式 

２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

利用料金の支払い方式 

【表示事項】 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

４ 選択方式 

※該当する方式を全て選択 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

年齢に応じた金額設定 １ あり  ２ なし 

要介護状態に応じた金額設定 １ あり  ２ なし 

入院等による不在時における

利用料金（月払い）の取扱い

１ 減額なし  ２ 日割り計算で減額 

３ 不在期間が  日以上の場合に限り、日割り計算で減額 

利用料金

の改定 

条件  

手続き  
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（利用料金のプラン【代表的なプランを２例】） 

 プラン１ プラン２ 

入居者の状

況 

要介護度   

年齢 歳 歳

居室の状況 床面積 ㎡ ㎡

便所 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

浴室 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

台所 １ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

入居時点で

必要な費用 

前払金 円 円

敷金 円 円

月額費用の合計 円 円

 家賃 円 円

 

サ
ー
ビ
ス
費
用 

特定施設入居者生活介護※１の費用 円 円

 
介
護
保
険
外
※
２ 

食費 円 円

 管理費 円 円

 介護費用 円 円

 光熱水費 円 円

 その他 円 円

※１ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 
※２ 有料老人ホーム事業として受領する費用（訪問介護などの介護保険サービスに関わる介護費用

は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない） 

 

（利用料金の算定根拠） 

費目 算定根拠 

家賃  

敷金 家賃の  ヶ月分 

介護費用 ※介護保険サービスの自己負担額は含まない。 

管理費  

食費  

光熱水費  

利用者の個別的な選択に

よるサービス利用料 

別添２ 

その他のサービス利用料  
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（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠）※特定施設入居者生活介護等の提供を行ってい

ない場合は省略可能 

費目 算定根拠 

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担  

特定施設入居者生活介護※における人員配置が手厚い

場合の介護サービス（上乗せサービス） 

 

※ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 

 

（前払金の受領）※前払金を受領していない場合は省略可能 

算定根拠 

想定居住期間（償却年月数） ヶ月

償却の開始日 入居日 

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受

領する額（初期償却額） 
円

初期償却率 ％

返還金の

算定方法 

入居後３月以内の契約終了  

入居後３月を超えた契約終了  

前払金の

保全先 

１ 連帯保証を行う銀行等の名称 

２ 信託契約を行う信託会社等の名称  

３ 保証保険を行う保険会社の名称  

４ 全国有料老人ホーム協会 

５ その他（名称：               ） 

 

 

７．入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】 

（入居者の人数） 

性別 男性 人

女性 人

年齢別 65 歳未満 人

65 歳以上 75 歳未満 人

75 歳以上 85 歳未満 人

85 歳以上 人

要介護度別 自立 人

要支援１ 人

要支援２ 人
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要介護１ 人

要介護２ 人

要介護３ 人

要介護４ 人

要介護５ 人

入居期間別 ６ヶ月未満 人

６ヶ月以上１年未満 人

１年以上５年未満 人

５年以上 10 年未満 人

10 年以上 15 年未満 人

15 年以上 人

 

（入居者の属性） 

平均年齢 歳

入居者数※の合計 人

入居率※※ ％

※ 入院等で一時的に不在となっている者も入居者に含む。 

※※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。 

 

（前年度における退去者の状況） 

退去先別の人

数 

自宅等 人

社会福祉施設 人

医療機関 人

死亡者 人

その他 人

生前解約の状

況 

施設側の申し出 人

（解約事由の例） 

入居者側の申し出 人

（解約事由の例） 
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８．苦情・事故等に関する体制 

（利用者からの苦情に対応する窓口等の状況）※複数の窓口がある場合は欄を増やして記入すること。 

窓口の名称  

電話番号  

対応している時

間 

平日  

土曜  

日曜・祝日  

定休日  

 

（外部の苦情処理機関） 

窓口の名称 例：名古屋市役所介護保険課 

電話番号 052-972-3087 

対応している時

間 

平日 8:45～17:30 

土曜 - 

日曜・祝日 - 

定休日 年末年始等 

 

（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応） 

損害賠償責任保険の加入状況 １ あり （その内容） 

２ なし 

介護サービスの提供により賠償す

べき事故が発生したときの対応 

１ あり （その内容） 

２ なし 

事故対応及びその予防のための指針 １ あり   ２ なし 

 

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等） 

利用者アンケート調査、意

見箱等利用者の意見等を把

握する取組の状況 

１ あり 
実施日  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実施状

況 

１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 
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９．入居希望者への事前の情報開示 

入居契約書の雛形 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

管理規程 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

事業収支計画書 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

財務諸表の要旨 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

財務諸表の原本 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

 

 

10．その他  

運営懇談会 １ あり （開催頻度）年   回 

２ なし 

１ 代替措置あり （内容） 

 

 

 

２ 代替措置なし 

提携ホームへの移行 

【表示事項】 

１ あり（提携ホーム名：      ）    

２ なし 

 

有料老人ホーム設置時の老人

福祉法第 29 条第１項に規定

する届出 

 

１ あり  ２ なし 

３ サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者の

居住の安定確保に関する法律第 23条の規定により、届出が不要 

高齢者の居住の安定確保に関

する法律第５条第１項に規定

するサービス付き高齢者向け

住宅の登録 

 

１ あり  ２ なし 
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有料老人ホーム設置運営指導

指針「５.規模及び構造設備」

に合致しない事項 

１ あり  ２ なし 

 合致しない事項がある場合

の内容 

 

 

 

「６.既存建築物等の活用

の場合等の特例」への適合

性 

１ 適合している（代替措置） 

２ 適合している（将来の改善計画） 

３ 適合していない 

有料老人ホーム設置運営指導

指針の不適合事項 
１ あり  ２ なし 

 不適合事項がある場合の内

容 

 

 

 

 

 

添付書類：別添１（事業者が運営する介護サービス一覧表） 

     別添２（個別選択による介護サービス一覧表） 

 

 

 

※              様 

 

 

 

説明年月日 平成  年  月  日 

 

 

 

説明者署名             

 

 
※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。 
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別添１  事業者が名古屋市内で運営する他の介護サービス事業 

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地 

＜居宅サービス＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問介護 あり なし
訪問入浴介護 あり なし
訪問看護 あり なし
訪問リハビリテーション あり なし
居宅療養管理指導 あり なし
通所介護 あり なし
通所リハビリテーション あり なし
短期入所生活介護 あり なし
短期入所療養介護 あり なし
特定施設入居者生活介護 あり なし
福祉用具貸与 あり なし
特定福祉用具販売 あり なし

＜地域密着型サービス＞ 

 
 
 
 
 
 
 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あり なし
夜間対応型訪問介護 あり なし
認知症対応型通所介護 あり なし
小規模多機能型居宅介護 あり なし
認知症対応型共同生活介護 あり なし
地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし
看護小規模多機能型居宅介護 あり なし

居宅介護支援 あり   なし   

＜居宅介護予防サービス＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護予防訪問介護 あり なし
介護予防訪問入浴介護 あり なし
介護予防訪問看護 あり なし
介護予防訪問リハビリテーション あり なし
介護予防居宅療養管理指導 あり なし
介護予防通所介護 あり なし
介護予防通所リハビリテーション あり なし
介護予防短期入所生活介護 あり なし
介護予防短期入所療養介護 あり なし
介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし
介護予防福祉用具貸与 あり なし
特定介護予防福祉用具販売 あり なし

＜地域密着型介護予防サービス＞ 

 
 
 

介護予防認知症対応型通所介護 あり なし
介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし
介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし

介護予防支援 あり   なし   

＜介護保険施設＞ 

 
 
 

介護老人福祉施設 あり なし
介護老人保健施設 あり なし
介護療養型医療施設 あり なし
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別添２    有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表 ※ 1 
特定施設入居者生活介護（地域密着型・介護予防を含む）の指定の有無 なし あり

 
 

特 定 施 設 入 居 者 生 活 介
護費で、実施するサービ
ス（利用者一部負担 ※ 2）

有料老人ホームが実施するサービス

備  考  （介護保険外のサービス） 月額利用料

等に含む※3 
その都度徴

収※ 3  
 

料金 ※ 4  
介護サービス          
 食事介助  なし あり なし あり

 排泄介助・おむつ交換  なし あり なし あり

 おむつ代  なし あり

 入浴（一般浴）介助・清拭  なし あり なし あり

 特浴介助  なし あり なし あり

 身辺介助（移動・着替え等）  なし あり なし あり

 機能訓練  なし あり なし あり

 通院介助  なし あり なし あり ※付添いができる範囲を明確化すること

生活サービス          
 居室清掃  なし あり なし あり

 リネン交換 なし あり なし あり

 日常の洗濯 なし あり なし あり

 居室配膳・下膳 なし あり なし あり

 入居者の嗜好に応じた特別な食事 なし あり

 おやつ  なし あり

 理美容師による理美容サービス  なし あり

 買い物代行 なし あり なし あり ※利用できる範囲を明確化すること  
 役所手続き代行 なし あり なし あり

 金銭・貯金管理 なし あり

健康管理サービス         
 定期健康診断 なし あり ※回数（年○回など）を明記すること  
 健康相談  なし あり なし あり

 生活指導・栄養指導 なし あり なし あり

 服薬支援  なし あり なし あり

 生活リズムの記録（排便・睡眠等） なし あり なし あり

入退院時・入院中のサービス          
 移送サービス なし あり なし あり

 入退院時の同行 なし あり なし あり ※付添いができる範囲を明確化すること

 入院中の洗濯物交換・買い物  なし あり なし あり

 入院中の見舞い訪問 なし あり なし あり

その他          
 巡回  なし あり なし あり ※具体的な頻度を記載  
 緊急時対応（ナースコール等）  なし あり なし あり
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※１：併設する介護保険事業所等により提供するサービスは記載しない。自立、要支援、要介護で提供するサービスが異なる場合は、それぞれについてサービ

スの一覧表を作成する。  
※２：利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割又は２割の利用者負担）。住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームについては「なし」と記載す

る（項目自体を削除することも可）。  
※３：「あり」を記入したときは、各種サービスの費用が、前払いまたは月額のサービス費用に包含される場合と、サービス利用の都度払いによる場合に応じ

て、いずれかの欄に  を記入する。  
※４：都度払いの場合、１回あたりの金額など、単位を明確にして記入する。  
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本市では、サ高住の規模及び構造設備について、適合すべき基準を定めています。
　適合すべき基準を「名古屋市サービス付き高齢者向け住宅の規模及び構造設備に係る設計指

針」として取りまとめ、市公式ウェブサイトに掲載しています。

　・各専用部分に台所や浴室を備えていない場合、共用部分に入居者が共同で利用できる設備

　（共同利用設備等）として、ご登録いただいています。

　・共同利用設備等は入居者専用となっていますので、入居者がいつでも自由に利用できるよ

　う管理をお願いします。

　・共同利用設備等について、各住宅のご登録内容を再確認していただくようお願いします。

　立入検査時に現地を確認させていただきます。

　・手すりの固定状況については、日常管理においても点検をお願いします。

　・共用階段・廊下には物を置かず、災害時に速やかな避難ができる様に管理してください。

※　本市設計指針については、現在改正を検討しています。新規にサ高住を計画される場合は、

　市公式ウェブサイトにおいて最新の設計指針をご確認ください。（H28.1以降登録に適用予定）

「名古屋市サービス付き高齢者向け住宅の
　　規模及び構造設備に係る設計指針」について

共同利用設備等についての注意事項

その他の注意事項

「サービス付き高齢者向け住宅」とは
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立入検査におけるサービス付き高齢者向け住宅の主な指摘事項について

１．契約関係

(1) 記入漏れ、誤り ◎

(2) 登録(実態)と不整合 ○

(3) 必須サービスと選択サービスが混在

(4) 添付書類の不備

(5) 書面での取り交わしがない

２．契約変更

(1) 書面での取り交わしがない ○

３．重要事項説明書

(1) 記入漏れ、誤り

(2) 登録(実態)と不整合

(3) 必須サービスと選択サービスが混在

(4) 介護保険サービスが混在

(5) 内容の不備

(6) 書面での説明がない ○

(7) 契約書と内容が異なる

４．業務委託契約

(1) 実務状況把握不足

(2) 登録(実態)と不整合

５．金銭授受

(1) 誤った金額で請求 ○

(2) 退去時の返金の誤り

(3) 帳簿・請求書の不備

(4) 登録(実態)と不整合

(5) 前払い保全措置の不備

６．退去時清算

(1) 契約書の原状回復の内容が、ガイドラインに反する

(2) 原状回復について、契約書の内容と異なる

(3) 立会い確認の不備 ○

(4) 清算書・料金徴収の不備

７．広告、料金表

(1) 登録(実態)と不整合 ○

(2) 住宅のサービスと介護保険サービスが混在 ◎

(3) 内容の不備 ○

８．火災保険料

(1) 事業者が保険料を回収し、自ら納付している

９．その他登録関係

(1) 登録(実態)と不整合 ○

　　　　◎：特に指摘の多い事項
　　　　○：指摘の多い事項

事項
指摘の多い

事項

-63-



１０．帳簿

(1) 保管場所が不適切

(2) 帳簿の不備

１１．入居資格

(1) 資格要件に満たないものの入居

(2) 年齢確認の不備

１２．高齢者支援サービス

(1) 登録と不整合 ◎

(2) 帳簿の不備 ◎

(3) 住宅と併設介護保険事業所のサービスが混在 ○

(4) 預かり金取扱い規定の不備

１３．職員体制

(1) 登録と不整合 ◎

(2) 住宅と併設介護保険事業所の職員が混在 ○

(3) 雇用・資格関係書類の不備

(4) 緊急時の体制の不備

１４．個人情報保護

(1) 内容の不備

(2) 書面での取り交わしがない

１５．防災対策

(1) 届出の不備

(2) 避難訓練の未実施

(3) 非常食の備蓄の不備

１６．事故対策

(1) 帳簿の不備

(2) 体制の不備

(3) 事故防止対策の不備

１７．苦情対策

(1) 帳簿の不備

１８．身体拘束

(1) 帳簿の不備

１９．事務所レイアウト

(1) 登録と不整合

２０．建物共用部

(1) 登録と不整合（改修必要）

(2) 登録と不整合（改修不要） ○

２１．建物住戸専用部

(1) 登録と不整合（改修必要）

(2) 登録と不整合（改修不要）

２２．契約解除

(1) 契約解除条件の不備

事項
指摘の多い

事項

　　　　◎：特に指摘の多い事項
　　　　○：指摘の多い事項
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２．契約変更

(1) 書面での取り交わしがない

３．重要事項説明書

(6) 書面での説明がない

４．業務委託契約

(1) 実務状況把握不足

６．退去時清算

(1) 契約書の原状回復の内容が、ガイドラインに反する

(2) 原状回復について、契約書の内容と異なる

(3) 立会い確認の不備

７．広告、料金表

(2) 住宅のサービスと介護保険サービスが混在

１１．入居資格

(2) 年齢確認の不備

法第15条

 法 ：高齢者の居住の安定確保に関する法律
規則：国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

法第20条
規則第22条第2項

法第17条

法第19条
規則第21条第7項

指摘事例 根拠法令

契約書の内容変更について、入居者に書面での説明をする
こと。

入居者に対して入居契約締結前に、登録事項や契約内容に
ついて書面を交付して説明すること。

委託に係る契約事項、業務の実施状況がわかる帳簿を備え
付けること。

入居資格要件を公的な書類で確認し、写しを保管するこ
と。

退去時の居室のクリーニング代について、国土交通省原状
回復ガイドラインを参考に、入居契約書への追加を検討す
ること。

退去時の居室のクリーニング代を一律に入居者に請求して
いるが、契約書において通常の使用に伴い生じた損耗は貸
主負担と定められているため、請求内容を改めること。

退去者の立会い記録や同意を書面で残すこと。

住宅として提供するサービスが誤解されないよう、住宅事
業と併設介護保険事業の内容を明確に分離すること。

-65-



１２．高齢者支援サービス

(2) 帳簿の不備

(3) 住宅と併設介護保険事業所のサービスが混在

(4) 預かり金取扱い規程の不備

１３．職員体制

(1) 実態が登録と不整合

(2) 住宅と併設介護保険事業所の職員が混在

１５．防災対策

(1) 届出の不備

(2) 避難訓練の未実施

１６．事故対策

(1) 帳簿の不備

１７．苦情対策

(1) 帳簿の不備

１８．身体拘束

(1) 帳簿の不備

消防法第8条

消防法第8条

法第19条
規則第21条第6項

法第19条
規則第21条第5項

法第19条
規則第21条第4項

法第9条

法第19条
規則第21条第3項

法第18条

入居者に提供した高齢者支援サービスに係る入居者及びそ
の家族からの苦情の内容の記録を備えること。

やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、
その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊
急やむを得ない理由の記録を備えること。

根拠法令

住宅が提供するサービスと併設事業所のサービスが明確に
区分されていないため、住宅が提供するサービスの位置付
けが明確になるよう整理すること。

入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容を記載し
た帳簿を備え付けること。

指摘事例

高齢者生活支援サービスの提供により入居者に事故が発生
した場合にあっては、その状況及び事故に際して採った処
置の内容の記録を備えること。

防災管理責任者及び消防計画に係る届出を管轄消防署へ提
出すること。

消防計画に定める避難訓練を実施し、記録を備えること。

職員を兼務させる場合は、サ付き住宅における勤務時間と
併設介護保険事業所における勤務時間を明確に区分するこ
と。

登録内容と人員体制が異なるため、変更届を提出するこ
と。

預かり金の取扱いに関する規程を整備すること。
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登録事項の変更等の手続きについて 

 

 必要に応じて、以下の申請書等（正本１部及び副本(コピー可)２部）を登録窓口までご提出くだ

さい。 

事由 手続・届出等様式 手続時期 

・登録事項に変更があったとき 

・登録申請・変更届出時に提出

した添付書類の記載事項に変

更があったとき 

（法第 9 条・規則第 16 条）

・登録事業者の地位の承継があ

ったとき 

（法第 11 条・規則第 17 条） 

・登録事項等の変更届出書※ 

・添付書類（必要に応じて） 

・変更日（地位の承継の

日）から３０日以内 

・登録事業を廃止しようとする

とき 

・登録事業者である法人が合併

及び破産手続開始の決定以外

の理由により解散しようとす

るとき 

・登録事業者が破産手続開始の

決定を受けたとき 

（法第 12 条）

・廃業等の届出書 

 （本市 HP【サービス付き高齢者向け住

宅登録制度】から【廃業等の届出書】を

ダウンロードし作成してください。 

・廃止/解散しようとする

日の３０日前まで 

 

 

 

・破産手続開始決定を受

けた日から３０日以内

・登録を抹消するとき 

（法第 13 条）

・抹消申請書 

 （本市 HP【サービス付き高齢者向け住

宅登録制度】から【抹消申請書】をダウ

ンロードし作成してください。 

・抹消決定後速やかに 

※ 登録事項等の変更届出書は、「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局（一般社団法人す

まいづくりまちづくりセンター連合会）の HP に公開される「登録システム」を利用して、

作成してください。 

【 http://www.satsuki-jutaku.jp/apply.html 】 

なお、添付書類の記載事項変更の届出の場合は、上記「登録システム」から届出書を作成

するのではなく、本市 HP【サービス付き高齢者向け住宅登録制度】から【登録事項等の変更

届出書】をダウンロードし作成してください。 

【 http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000029374.html 】 
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様式第９号（第９条関係） 

年  月  日 

（あて先） 

名古屋市長 

 

 

登録事業者住所又は主たる事務所の所在地 

商号、名称又は氏名          印 

 

サービス付き高齢者向け住宅事故報告書 

 

サービス付き高齢者向け住宅において、事故が発生しましたので名古屋市サービ

ス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関する事務取扱要領第９条の規定により、次

のとおり報告します。 

登録年月日  

登録番号  

サービス付き高齢者向け 

住宅の名称及び所在地 

 

事故発生日時   年  月  日（ ）  時  分 

事故の概要  

事故の内容 発生場所 

 

発生時の状況 

 

 

発生原因 

 

 

発生からの対応状況  

今後の対応・改善点 

（家族への連絡等） 

 

備   考  

備考 

１ 登録事業者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

２ 氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができる。 
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-89-
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実地指導 監査
介護老人福祉施設 39 3
介護老人保健施設 21 2
介護療養型医療施設 4 0
　　　　小　計 64 5
訪問介護 69 40
訪問入浴介護 2 0
訪問看護 26 11
訪問リハビリテーション 1 0
居宅療養管理指導 2 0
通所介護 53 5
通所リハビリテーション 7 1
短期入所生活介護 54 6
短期入所療養介護 23 1
特定施設入居者生活介護 15 4
福祉用具貸与 12 3
特定福祉用具販売 12 3
　　　　小　計 276 74
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4 0
夜間対応型訪問介護 1 0
認知症対応型通所介護 3 0
小規模多機能型居宅介護 12 3
認知症対応型共同生活介護 13 5
地域密着型特定施設入居者生活介護 1 1
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 20 3
複合型サービス 2 0
　　　　小　計 56 12
介護予防訪問介護 65 33
介護予防訪問入浴介護 2 0
介護予防訪問看護 26 11
介護予防訪問リハビリテーション 1 0
介護予防居宅療養管理指導 1 0
介護予防通所介護 50 4
介護予防通所リハビリテーション 7 1
介護予防短期入所生活介護 51 6
介護予防短期入所療養介護 23 1
介護予防特定施設入居者生活介護 15 4
介護予防福祉用具貸与 12 3
特定介護予防福祉用具販売 12 3
　　　　小　計 265 66
介護予防認知症対応型通所介護 3 0
介護予防小規模多機能型居宅介護 10 2
介護予防認知症対応型共同生活介護 13 5
　　　　小　計 26 7

　居宅介護支援 59 11
9 0
3 0

　　　　合　　　計 758 175

 平成２６年度実施数

施
設

サ
 
ビ
ス

居
宅
サ
 
ビ
ス

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

介
護
予
防
サ
 
ビ
ス

　配食サービス

地
域
密
着
型

介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス

　介護予防支援

　実施件数

区　　　　　分

介護保険サービス事業者の指導状況
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14 24 11 8 21 10 5 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 10 4 5 7 2 2 3 0
1 1 1 1 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 1 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 0
7 18 5 9 17 4 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20 9 4 10 4 2 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 8 2 2 2 2 1 3 0
1 2 1 1 1 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 1 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 1 2 3 1 0 1 0

10 4 3 3 4 2 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 1 1 2 0 0 1 1
9 4 3 2 3 1 1 1 2

109 106 49 39 76 35 15 22 11
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３ 名古屋市の処分事例(平成 27 年度) 

 

事例１ 

１ 処分内容 

指定の取消 

２ 事業種別  

訪問介護 

３ 処分理由  

＜不正請求＞ 

   指定訪問介護を提供する訪問介護員等が必要な資格を有しないまま

指定訪問介護のサービスを提供し、当該サービスについての報酬の請求

を行った。（介護保険法第 77 条第 1 項第 6 号に該当）  
  ＜虚偽報告＞ 

   監査において、提出を命じた書類に事実と異なる記載があった。（介

護保険法第 77 条第 1 項第 7 号に該当） 

  ＜虚偽答弁＞ 

   監査において、事業所で行われている業務の実態とは異なる答弁を行

った。（介護保険法第 77 条第 1 項第 8 号に該当） 

 

 

事例２ 

１ 処分内容 

6 ヶ月間の指定の一部効力の停止 

（新規利用者の受入停止・介護報酬請求上限７割（3 割減）） 

２ 事業種別  

訪問介護 

３ 処分理由  

＜不正請求＞ 

   特定の利用者に対し、実際には本人が居住していない住宅型有料老人

ホームにおいて、訪問介護サービスの提供を行っていないにも関わらず、

提供したとする虚偽の提供記録を作成し、報酬請求を行った（介護保険

法第 77 条第 1 項第 6 号に該当）  
 

 

事例３ 

１ 処分内容 

3 ヶ月間の指定の一部効力の停止 

（新規利用者の受入停止・介護報酬請求上限７割（3 割減）） 

２ 事業種別  

訪問介護及び介護予防訪問介護 
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３ 処分理由  

＜不正請求＞ 

   実際には提供していない訪問介護サービスについて、提供したものと

して不正に請求した。また、訪問介護に必要な資格を有しない職員がサ

ービスを提供し、当該サービスについて請求を行った。（介護保険法第 77

条第 1 項第 6 号及び第 115 条の 9 第 1 項第 10 号に該当）  
 

 

４ 名古屋市の処分事例(平成 26 年度) 

 

事例１  

１ 処分内容 

6 ヶ月間の指定の一部効力の停止 

（新規利用者の受入停止・介護報酬請求上限７割（3 割減）） 

２ 事業種別  

訪問介護 

３ 処分理由  

＜不正請求＞ 

   入浴介助を行っていた職員が、同一時間帯に排泄介助等のサービス提

供を行ったものとして、介護報酬の請求をした。また、入浴介助を実施

しなかったにもかかわらず、入浴介助に係る報酬の請求をした。（介護保

険法第 77 条第 1 項第 6 号に該当）  
 

 

事例２  

１ 処分内容 

3 ヶ月間の指定の一部効力の停止 

（新規利用者の受入停止・介護報酬請求上限７割（3 割減）） 

２ 事業種別  

訪問介護及び介護予防訪問介護 

３ 処分理由  

＜不正請求＞ 

訪問介護計画に基づいたサービスを提供しておらず、かつ提供したサ

ービスについて記録を作成していない状態であるにも関わらず、報酬を

請求した。（介護保険法第 77 条第 1 項第 6 号及び第 115 条の 9 第 1 項第

10 号に該当） 
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052 856-9001  052 919-7585 

 

 

      

 781-8343  

 

 354-8343  

 

  726-8944 

 763-1530  

 

 352-8258  

 

 
 364-7273 

 932-8236   651-0568  

  711-6333 

 991-5432  

 

 381-3260  

 

  309-7411 

 915-7545  

 

 811-9377  

  902-7232  698-7370 

 505-8343  

 

 819-5050  

 

 532-9079  

 

 

 758-2013 
 

  562-5775  736-0080 

 486-2133  

 

 758-5560 
  412-3030 

 483-6866  

 

 899-2002 

 

 

 877-9001 

 331-9674   624-8343 
 

 
 262-2265 

 861-9335   726-8777  

 

 

 884-5513  

 

 771-7785 

 852-3355 

 858-4008   720-6121  

  851-0400 

 872-1705  

 

 809-5555  

 

  808-5400 

 671-3195   839-3663  

 
 682-2522 
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 753-1834  363-4415 

 934-1193  301-8376 

 917-6531  654-9691 

 901-2269  301-8345 

 523-4596  823-9411 

 501-4975  796-4605 

 453-5415  736-2192 

 265-2321  625-3957 

 735-3913  875-2207 

 852-9394  778-3009 

 683-9405  807-3887 

 
 

  052 972-2592 

 
 

5 9  

052 701-3344 

 

9 5  
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食中毒・感染症をふせぎましょう！
 
 
 
 
 昨年度は食中毒、インフルエンザによる感染症が多数発生しました。  
 今一度、食中毒・感染症に対する方策を確認するとともに、感染予防で一

番大切な事は、手洗いです。手洗いの徹底をお願いします。  
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食事を提供している高齢者施設の衛生管理について  
 
 
＜施設で調理している＞    
 
①  調理施設は衛生的で、関係者以外の人が容易に立ち入ることができない構造

であること。  
②  調理はあらかじめ作成された献立にしたがって行うこと。  
③  調理担当者は概ね月に 1 回検便を実施すること。  
④  調理作業前、作業中（特に肉、魚、卵を取り扱う時）の手洗いは、石けんを

用いて十分におこなうこと（二度洗いが有効）。また、手洗い後は使い捨てで

きるペーパータオル等を使用し、共用しないこと。  
⑤  肉、魚、野菜、果物・調理済み食品を切るまな板及び包丁はそれぞれ専用と

すること。  
⑥  まな板、包丁、ふきん、たわし、スポンジ等は漂白剤に浸漬するなどして、

消毒を行い、衛生的に取り扱うこと。  
⑦  食品を扱うときは、専用のエプロンや帽子などを着用し、介護時との服装を

区別すること。  
⑧  生鮮食品は購入後（または納品後）すぐに適切な温度で保管し、速やかに使

い切ること。  
⑨  加熱調理する食品は、中心温度計を用いるなどにより、中心部が 75℃で 1 分

間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染の恐れのある食品の場合は 85℃～90℃で

90 秒間以上）又はこれと同等以上まで加熱されていることを確認するととも

に、温度と時間の記録を行うこと。  
⑩  調理後提供まで 30 分以上要する場合は、食中毒菌の増殖を抑制するために、

10℃以下または 65℃以上で管理し、2 時間以内に喫食することが望ましい。 
⑪  食事提供前に調理に携わらなかった職員が給食を試食し、異常がないことを

確認すること。  
⑫  調理を委託している場合は、委託会社の衛生管理点検記録簿、検便の実施記

録などを確認し、管理すること。  
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食事を提供している高齢者施設の衛生管理について  
 
 
＜施設外で作られたものを搬入して提供する＞  
 
①  食事はあらかじめ作成された献立に沿って提供されること。  
②  食品を搬出する施設においては、大量調理施設衛生管理マニュアルに準じた

衛生管理を行っていること。（高齢者施設側は必ず確認すること。）  
③  食品の運搬に用いる容器及び器具は、消毒したものを用いること。  
④  食品の汚染を防ぐため、密閉できる容器を用いること。  
⑤  運搬過程においては、保冷または保温できる容器や設備を用いるなどして、

下記の搬入方法ごとで、適切な温度管理を行うこと。また、搬入時刻の記録

を行い、施設においては、それぞれの搬入温度で保存すること。  
ア クックフリーズ（冷凍）で搬入される場合は、－8℃以下の状態で運搬

されること。  
イ クックチルで搬入される場合は３℃以下の状態で運搬されること。  
ウ 真空調理（真空パック）で搬入される場合は、冷蔵または冷凍の状態

で運搬されること。  
エ クックサーブで当日喫食の食事搬入の場合は、10℃以下または 65℃以

上で運搬されること。  
  
ア・イ・ウにおいては、提供前に再加熱（中心部が 75℃で 1 分間以上（二枚

貝等ノロウイルス汚染の恐れのある食品の場合は 85℃～90℃で 90 秒間以上）

すること。  
また、その温度と時間の記録を行うこと。  

  
 

⑥  調理終了後 2 時間以内に喫食することが望ましい。  
⑦  食事提供前に職員が給食を試食し、異常がないことを確認すること。  
⑧  再加熱、盛り付けに携わる職員は、概ね月に 1 回検便を実施すること。  
⑨  再加熱、盛り付け等を行う際の手洗いは、石けんを用いて十分に行うこと（二

度洗いが有効）。また、手洗い後は使い捨てできるペーパータオル等を使用す

ること。  
⑩  まな板、包丁、ふきん、たわし、スポンジ等は漂白剤に浸漬するなどして、

消毒を行い、衛生的に取り扱うこと。  
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社会福祉施設等の皆さまへ 

～消防法が改正されました～ 

 

 

 平成２５年 2 月に発生した長崎県のグループホーム火災等を受け、消防法における社会福祉施

設等に関する規定が改正され、平成２７年４月１日に施行されました。そこで、今回の消防法改

正の概要をお知らせしますので、早めのご対応をお願いします。 

 

 

 

  

 

 

〔スプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備〕 

６項ロに区分される施設（特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム等）は、消防用

設備等の設置規制が強化され、平成２７年４月１日から施行されています。 

 

 

注 建築構造等により、設置を免除できる場合があります。 

 

 

 

 

 

〔自動火災報知設備〕 

６項ハに区分される施設のうち、利用者を入居させ、又は宿泊させるものについても自動火災

報知設備の設置規制が以下のとおり強化されています。 

 

 

 

スプリンクラー 

設 備 の 設 置 

延 べ 面 積 

２ ７ ５ ㎡ 以 上 

 

全 て （ 注 ） 
設 置 期 限

平 成 ３ ０ 年 

３ 月 ３ １ 日 
消防機関へ通報 

する火災報知設備 

の 改 修 

ボタンを押す  

ことにより通報 
 

自 動 火 災 報 知 

設 備 の 作 動 と 

連 動 し て 通 報 

自動火災報知  

設 備 の 設 置 

延 べ 面 積

3 0 0 ㎡ 以 上
 全 て 

設 置 期 限

平 成 ３ ０ 年

３ 月 ３ １ 日

消 防 用 設 備 等 の 設 置 強 化 と 自 動 化 

名古屋市消防局 

6 項 ロ 

6 項 ハ 
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社会福祉施設における消防訓練の実施について（お願い） 

   

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 消火、通報、避難誘導の訓練は、別々に実施しても構いませんが、個々の訓練 

が習熟できたら、一連の訓練として実施してください。 

○  図上訓練（ＦＩＧ（Ｆｉｒｅ Ｉｍａｇｅ Ｇａｍｅ））により、  火災時の

行動や注意点について確認する方法も有効です。 

 

 

 

 

 

 

消防法に定められているから、「やる」ではなく、 

いざという時は、人命を守らなければいけません。 

いざという時、だれもが、迅速かつ適切な火災対応を行う 

ことができるように消防訓練を実施すべきではないでしょうか？ 

 

 

自分たちの施設にあった火災時の初動対応の方法を見つけ、スタッフ 

全員が初動対応を、迅速かつ確実に行えるようにすることが目標です。

訓練を反復実施して、 

初期消火、119 番通報、避難誘導が適切に行われていなかった。 

日頃から消防訓練が行われていなかった。 

夜間、スタッフが少ない時間帯に火災が発生し被害が大きくなった。

※ ＦＩＧ（Ｆｉｒｅ Ｉｍａｇｅ Ｇａｍｅ）とは、火災図上演習のこと。机上での火災

想定に従い、個々の担当がどのような動きをしてどのようなことに注意して行動するか

を確認するものです。これにより火災時のイメージを皆で共有し、具体的な個々の行動

や注意点（問題点）を明らかにし、火災時の対応要領を学ぶことができます。これは、

図上訓練なのでいろいろな想定で演習を行うことができ、柔軟な対応方法を身に付ける

ことができます。 

過去の 

社会福祉

施設にお

ける火災

では・・・ 

いざという時、火災の対応はできますか？ 
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社会福祉施設における消防訓練の実施について（お願い） 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難が完了したら、 

○ 全員が避難できたかを確認する（入居者名簿を利用）。 

○ 避難の状況を消防隊に伝える。 

訓練について、全員で反省会を行い、 

○ 各自の行動について良かった点、悪かった点を話し合う。 

○ 訓練では一人ひとりの「気づき」が必要です。「気づき」が訓練のレベルを高めて

いきます。 

火災が発生 

消防機関へ１１９番通報

初期消火を実施（消火失敗） 

入居者をすばやく避難・誘導させる 

避難者の確認（全員が避難できたかを確認し、消防隊へ引き継ぎ 

火   訓練のながれ 

○ 通報内容を電話付近に掲示しておきましょう。（住所、名称など）

○ 携帯電話は、移動しながらの通報が可能です。 

○ 煙の拡散を防止するため、出火室の扉は必ず閉め、他の扉も閉鎖す

るようにしましょう。 

○ 出火場所から離れた部屋に一時的に避難し、消防隊の到着を待つこ

とも方法の一つです。 

○ 出火場所を考慮し、素早く安全に避難するため、事前に避難の方法・

順序を考えておきましょう。 

○ 車いすや寝たきりの方の部屋を、なるべく出口近くに配置すること

も有効です。 

○ 消火器は、すぐに使える場所に設置しておきましょう。 

○ 日頃からの消火訓練が大切です。 

○ 火災の際、自動的に消火する『スプリンクラー設備』の設置

が有効です。 

（火災通報装置のボタン押下）

夜間スタッフが１名の施設関係者では、入居者全員を迅速に避難させることは困難です。特に

２階にも入居者がいる場合は入居者全員を短時間に１階まで避難させることは極めて困難です。

したがって、避難誘導は、いわゆる水平避難（横方向への避難）を基本とし、火点から離れた

場所に滞留避難させるようにしましょう。 
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社会福祉施設における火災事例と対策 

 
 

      近のスプリンクラー設備の奏効例とアドバイス 

 

① 老人ホーム  

午前 3時 30分頃、自動火災報知設備の感知器が発報し、従業員が2階の空き部屋

に行ったところ、スプリンクラー設備のヘッドから散水が行われており、すでに鎮

火状態であった。（ベッド部分から出火し、ベッドの一部及び壁面の一部が焼損） 

   老人ホームの従業員は、自動火災報知設備の受信機を確認し、出火室に駆け付けて

火災（スプリンクラーの放水）を確認後、携帯電話で 119 番通報を行った。老人ホ

ームの従業員から連絡を受けた介護老人保健施設の従業員１名、近隣居住の従業員

１名の合計3名にて避難誘導を行い、入居者19名を屋外階段で屋外へ避難させたも

の（負傷者は発生していません）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 携帯電話を利用すれば、迅速、かつ避難誘導等の初動対応をしながら 119

番通報が可能。 

○ 消防機関へ通報する火災報知設備（火災通報装置）があれば、 

① ボタンを押すだけで 119 番通報が可能、 

② 感知器の発報により自動的に 119 番通報が可能です。（連動の場合） 

施設の特性を考慮すると、ハ－ド面での火災対策も有効です。 

スプリンクラーヘッド 

２階居室（火点）

 
このスプリンクラーヘッド

からの散水が行われ、ベッド

及び壁面の火災が消えた。 
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社会福祉施設における火災事例と対策 
 

 

 

② サービス付き高齢者向け住宅 

深夜、自動火災報知設備のベルが鳴動し、従業員が火災を確認したため、加入電

話で119番通報を行った。 

出火場所は、3 階のクローゼットで、 クローゼット内にはスプリンクラーヘッド

は設置されていなかったが、クローゼット付近にはスプリンクラーヘッドが設置され

ており、これが作動し、消火に至った。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難の際に、出火室の扉が開けたままとなっていたため、煙が建物全体に充

満してしまったことから、火災時には出火室の扉を閉鎖することで火煙等の拡

大を防ぐことができ、避難に支障もなく、さらに鎮火後の施設の復旧もスムー

ズである。 

 

クローゼット内に、スプリンク

ラーヘッドは設置されていなか

った。 

 

３階居室（火点） 

スプリンクラーヘッド 
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36101 J 13 0.063 -0.014 10.5 J 06 1 10315 46% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 19% |||||||||||||||||||
36101 J 14 0.077 -0.073 4 B 0 9

3 6 1 0 1

B 0 9

B 09 97593 60% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 36% |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 09 1 15703 71% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 42% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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162 0 1 1 6 2 0 1

1 5 D 1 9

V R R A N K

16201 A 03 0.078 0.078 11 D 19 10856 42% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 19% |||||||||||||||||||
16201 B 05 0.080 0.057 8 D 19 1 1086 37% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16% ||||||||||||||||
16201 B 08 0.098 0.098 2 D 19 2 2884 48% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 22% ||||||||||||||||||||||
16201 B 10 0.079 -0.079 9 D 19 3 3458 50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 21% ||||||||||||||||||||
16201 B 11 0.083 0.083 7 D 19 4 2162 56% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 27% ||||||||||||||||||||||||||
16201 C 15 0.070 -0.063 15 D 19 5 86 73% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 27% ||||||||||||||||||||||||||
16201 D 02 0.083 0.035 5.5 B 0 8

16201 D 03 0.086 -0.068 4

16201 D 04 0.079 -0.003 10

16201 D 07 0.083 -0.064 5.5

16201 D 14 0.071 0.045 14

16201 D 19 0.109 0.100 1 1 6 2 0 1

16201 J 06 0.077 -0.077 12 B 0 8

16201 J 08 0.088 -0.088 3

16201 J 14 0.075 -0.070 13

B 08 17748 44% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 20% |||||||||||||||||||
B 08 1 2784 58% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 28% ||||||||||||||||||||||||||||

J 0 8

1 6 2 0 1

J 0 8

J 08 9999 50% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 23% ||||||||||||||||||||||
J 08 1 10533 41% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 19% ||||||||||||||||||
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仕
事

の
内

容

事
業

所
ア

ピ
ー

ル
（
例

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

）

【
記

入
の

ポ
イ

ン
ト

】

①
業

務
の

対
象

者
は

？

[入
所

・
入

居
、

通
所

、
訪

問
]

[ 老
人

、
障

が
い

者
・
児

（
知

的
、

身
体

、
精

神
）]

②
こ

の
仕

事
の

介
護

対
象

者
は

何
名

く
ら

い
か

？

③
こ

の
仕

事
の

主
な

介
護

対
象

者
は

ど
の

よ
う

な
人

か
？

[要
介

護
度

、
障

害
の

種
類

・程
度

な
ど
]

④
実

際
に

行
う

仕
事

内
容

は
？

[食
事

介
護

、
入

浴
介

護
、

排
泄

介
護
]

[ 散
歩

、
買

い
物

、
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
、

料
理

、
清

掃

車
の

運
転

（
車

の
種

類
は

？
）
]

⑤
そ

の
他

夜
勤

は
あ

る
か

？
⇒

夜
勤

回
数

は
？

体
制

（
人

数
）
は

？

施
設

の
特

徴
は

？
⇒

少
人

数
制

で
「
家

族
的

」

居
室

に
洗

面
台

や
ト

イ
レ

が
あ

る
。

研
修

制
度

は
？
⇒

新
人

教
育

、
中

堅
職

員
研

修
等

定
員

３
５
名

の
高

齢
者

介
護

、
実
登

録
７
０
名
の
事
業

所
で
す
。

送
迎
業
務
（
運
転
手
当
あ
り
）
、
食
事
、
排
泄
、
入
浴

介
助
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
な
ど
を
行
い
ま
す
。

毎
日
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
で
は
季
節
の
行
事

や
外

出
支

援
な
ど
幅

広
い
内

容
を
実
施
し
ま
す

。
「
そ
の
人

ら
し
さ
」
を
大
切

に
し
た
介

護
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

※
新

入
社

員
研

修
（
５

日
間

）
を

実
施

し
て

い
ま

す
の

で
、

未
経

験
の

方
も

安
心

し
て

働
く
事

が
で

き
ま

す
。

ス
キ

ル
や

知
識

が
身

に
付

く
研

修
も

定
期

的
に

実
施

し
て

い
ま

す
。

職
員

か
ら

の
提

案
制

度
が

あ
り

ま
す

。
制

服
あ

り
（
貸

与
）

施
設

見
学

可
、

正
社

員
登

用
制

度
あ

り

求
職

者
が

応
募

し
や

す
い

求
人

に

求
職

者
は

、
複

数
の

求
人

を
見

比
べ

な
が

ら
総

合
的

に
判

断
し

「応
募

し
た

い
」と

考
え

ま
す

。
求

人
票

へ
の

記
載

の
工

夫
次

第
で

求
職

者
か

ら
の

応
募

を
高

め
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
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仕
事

の
内

容
（
例

老
人

保
健

施
設

）
仕

事
の

内
容

（
例

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
）

仕
事

の
内

容
（
例

訪
問

介
護

）
仕

事
の

内
容

（
例

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
）

家
庭

的
な
雰

囲
気

の
中

、
要

支
援

２
～

要
介

護
２
程

度
の
９

名
の
認

知
症

高
齢

者
が
起

床
や

入
浴

な
ど
そ
の
方

の
ペ

ー
ス
で
生
活
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
で
き
る
こ
と
や
得
意
な
こ

と
を
活

か
し
て
家

事
を
行

っ
た
り
、
施
錠
を
し
て
い
な
い
の
で

自
由
に
散
歩
や
買
い
物
へ
外
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
新

入
社

員
研

修
（７

日
間

）を
実

施
し

て
い

ま
す

の
で

、
未

経
経

験
の

方
も

安
心

し
て

働
け

ま
す

。

主
に
高

齢
者

の
お

宅
を
訪

問
し
、
訪

問
介

護
計

画
に
基

づ
い
て
掃
除
、
洗
濯
、
買
い
物
等
の
生
活
援
助
、
入
浴
、

食
事

、
排

泄
の
世

話
等

の
身

体
介

護
を
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
一

件
に
つ

き
実

働
２
時

間
。
そ
の
ほ
か
通

院
の
付

き
添
い
あ
り
。
業
務
日
誌
作
成
（
時
給
支
給
対
象
）
、
月
末

の
報

告
も
お

願
い
し
ま
す

。
※

未
経

験
者

は
主

任
ヘ

ル
パ

ー
が

１
週

間
同

行
し

ま
す

。
一

日
３
時

間
以

上
で
応

相
談

。
勤

務
地

は
○

○
駅

周
辺

。
会
社
の
電
気
自
転
車
使
用
で
き
ま
す
。

入
所

者
約

１
０
０
名

（
平

均
要

介
護

度
３
程

度
）

の
特

別
養

護
老

人
ホ
ー

ム
で
の
老

人
介

護
の
お

仕
事

で
す

。
ス

タ
ッ
フ
5
0
名

（
パ
ー

ト
含

む
）
で
５
つ

に
分

か
れ
て
ユ
ニ
ッ
ト
ケ

ア
を
行
っ
て
い
ま
す
。
食
事
介
助
、
入
浴

介
助
、
排
泄
介

助
や

食
事

作
り
、
フ
ロ
ア
清

掃
等

も
み

ん
な
で
協

力
し
て
行

い
ま
す

。
※

新
入

社
員

研
修

（５
日

間
）

を
実

施
し

て
い

ま
す

の
で

未
経

験
の

方
も

安
心

で
す
。
夜

勤
は
全

体
で
６

名
体

制
（
看

護
師

１
名

）
で
月

５
回

程
度

で
す

。

施
設
入
所
者
（
１
０
０
名
）
、
デ
イ
ケ
ア
利
用
者
（
約
２
０

名
）
の
方

々
に
明

る
い
家

庭
的

な
サ
ー

ビ
ス
を
提

供
し

て
い
ま
す
。

リ
ハ
ビ
リ
ス
タ
ッ
フ
は
作

業
療

法
士

、
理

学
療

法
士

、
言

語
聴
覚
士
が
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
と
協
力
し
、
リ
ハ
ビ
リ
を

中
心

と
し
た
ケ
ア
と
日

常
生

活
介

護
（
食

事
介

助
・
排

泄
介

助
・
入

浴
介

助
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
）
を
行

っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

夜
勤

は
月

５
回

程
度

で
６
名

体
制

（
う
ち
看

護
師

１
名

）
で
す
。

※
未

経
験

の
方

・ブ
ラ

ン
ク

の
あ

る
方

も
親

切
・
丁

寧
に

指
導

し
ま

す
。

-129-



例
１
）
老
人
福
祉
施
設
指
導
専
門
員
の
場
合

参
考

資
料

：
求

職
者

の
応

募
率

に
関

係
の

深
い

求
人

条
件

【
平

成
25

年
10

月
～

平
成
26

年
9月

ま
で

の
1年

間
の

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

が
受

理
し

た
全

国
の

新
規

求
人

の
う

ち
正

社
員

に
係

る
約
23
0万

件
よ

り
デ

ー
タ

を
抽

出
し

た
も

の
】

老
人

福
祉

施
設

指
導

専
門

員
と

は
、

老
人

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

・老
人

短
期

入
所

施
設

・特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
・養

護
老

人
ホ

ー
ム

な
ど

の
老

人
福

祉
施

設
に

お
い

て
、

相
談

・助
言

・援
助

、
入

・通
所

者
の

生
活

指
導

、
連

絡
調

整
、

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作

成
な

ど
の

専
門

的
な

仕
事

に
従

事
す

る
も

の
を

い
い

ま
す

。

応
募

率
に

関
係

が
深

い
求

人
条

件
項

目

求
人

条
件

項
目

1
賞

与
月

数

2
週

休
2日

制
で

、
土

曜
及

び
日

曜
休

み

3
事

業
所

の
規

模

4
月

給
の

支
給

額
の

下
限

5
月

給
の

基
本

給
の

上
限

6
祝

日
休

み

7
年

間
休

日
数

8
週

休
2日

制
で

土
曜

及
び

日
曜

稼
働

9
月

給
の

支
給

額
の

下
限

10
資

格
不

問

応
募

率
に

関
係

が
深

い
求

人
条

件
項

目
ベ

ス
ト

３
の

応
募

率

月
数

応
募

率

無
４

２
％

１
３

７
％

２
４

８
％

３
５

０
％

４
５

６
％

５
７

３
％

１
賞

与
月

数
２

週
休

２
日

制
で

、
土

曜
及

び
日

曜
休

み

求
人

条
件

応
募

率

土
曜

及
び

日
曜

休
み

５
８
%

上
記

以
外

４
４
%

３
事

業
所

の
規

模

求
人

条
件

応
募

率

事
業

所
の

従
業

員
数

５
人

～
２

９
人

４
１

％

上
記

以
外

５
０

％
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例
２
）
施
設
介
護
員
の
場
合

施
設

介
護

員
と

は
、

医
療

施
設

・介
護

老
人

福
祉

施
設

な
ど

の
介

護
保

険
施

設
に

お
い

て
、

要
介

護
者

の
入

浴
・排

泄
・食

事
な

ど
の

世
話

を
す

る
仕

事
に

従
事

す
る

も
の

を
い

い
ま

す
。

応
募

率
に

関
係

が
深

い
求

人
条

件
項

目

求
人

条
件

項
目

1
週

休
2日

制
で

、
土

曜
及

び
日

曜
稼

働

2
企

業
全

体
の

従
業

員
数

3
週

休
2日

制
で

、
土

曜
又

は
日

曜
休

み

4
資

本
金

5
資

格
不

問

6
月

給
の

支
給

額
の

下
限

7
転

勤
の

有
無

8
年

齢
上

限

9
賞

与
月

数

10
創

業
設

立
年

応
募

率
に

関
係

が
深

い
求

人
条

件
項

目
ベ

ス
ト

３
の

応
募

率

1
週

休
２

日
制

で
、

土
曜

及
び

日
曜

稼
働

求
人

条
件

応
募

率

土
曜

及
び

日
曜

稼
働

５
９

％

上
記

以
外

７
１

％

求
人

条
件

応
募

率

１
，

０
０

０
人

以
上

４
６

％

上
記

以
外

６
３

％

２
企

業
全

体
の

従
業

員
数

３
週

休
２

日
制

で
、

土
曜

又
は

日
曜

休
み

求
人

条
件

応
募

率

土
曜

又
は

日
曜

休
み

７
１

％

上
記

以
外

６
０

％
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写
真

や
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
で

会
社

を
ア

ピ
ー

ル

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

で
は

、
お

申
込

み
い

た
だ

い
た

求
人

票
と

合
わ

せ
て

会
社

案
内

・パ
ン

フ
レ

ッ
ト

、
デ

ジ
タ

ル
カ

メ
ラ

で
撮

影
し

た
写

真
等

を
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

求
人

検
索

機
で

求
職

者
の

方
に

公
開

し
て

い
ま

す
。

施
設

の
外

観
、

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

の
風

景
な

ど
画

像
を

公
開

す
る

こ
と

に
よ

り
、

求
職

者
の

方
に

事
業

所
の

イ
メ

ー
ジ

を
深

め
て

い
た

だ
く
こ

と
が

で
き

ま
す

。
※

Ａ
４

サ
イ

ズ
で

最
大

１
０

枚
（
事

業
所

単
位

）
ま

で
登

録
が

で
き

ま
す

。
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ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

名
古

屋
中

福
祉

人
材

コ
ー

ナ
ー

の
ご

案
内

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

名
古

屋
中

福
祉

人
材

コ
ー

ナ
ー

は
、

医
療

・福
祉

関
連

職
種

に
特

化
し

た
窓

口
で

す
。

予
約

制
で

人
材

確
保

の
相

談
が

で
き

ま
す

（
事

前
に

お
電

話
く

だ
さ

い
）
。

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

名
古

屋
中

福
祉

人
材

コ
ー

ナ
ー

〒
4
5
0
-
0
0
0
3
 名

古
屋

市
中

村
区

名
駅

南
1
-
2
1
-
5
  

0
5
2
-
5
8
2
-

8
1
7
1
（

部
門

コ
ー

ド
4
8
＃

）

求
職

者
が

希
望

す
る

条
件

の
傾

向
を

基
に

し
た

、
求

人
条

件
の

設
定

・
わ

か
り

や
す

い
求

人
票

の
書

き
方

等
の

ポ
イ

ン
ト

を
ア

ド
バ

イ
ス

を
い

た
し

ま
す

。

求
人

票
以

外
の

事
業

所
情

報
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
等

作
成

の
相

談
や

、
そ

れ
を

活
用

し
た

積
極

的
な

マ
ッ

チ
ン

グ
（
充

足
プ

ラ
ン

）
の

相
談

も
で

き
ま

す
。

就
職

相
談

会
（
面

接
会

）
等

を
開

催
し

ま
す

。
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０

５
２

－
２

１
９

－
５

５
１

８

従
業
員
の
処
遇
や
職
場
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
の
助
成
金
の
ご
案
内

厚
生

労
働

省
で

は
、

従
業

員
の

処
遇

や
職

場
環

境
の

改
善

を
図

る
事

業
主

に
対

す
る

助
成

制
度

を
設

け
て

い
ま

す
。

労
働

者
の

意
欲

、
能

力
を

向
上

さ
せ

、
事

業
の

生
産

性
を

高
め

優
秀

な
人

材
を

確
保

す
る

た
め

に
ぜ

ひ
ご

活
用

く
だ

さ
い

。

◆
雇

用
管
理
制
度
助
成

事
業

主
が

、
新

た
に

雇
用

管
理

制
度

の
導

入
・

実
施

を
行

っ
た

場
合

に
制
度
導
入
助
成

(１
制
度
に
つ
き

1
0万

円
)

を
雇

用
管

理
制

度
の

適
切

な
運

用
を

経
て

従
業

員
の

離
職

率
の

低
下

が
図

ら
れ

た
場

合
に
目
標
達
成
助
成

(6
0万

円
)を

支
給

し
ま

す
。

※
こ

の
助

成
受

け
る

に
は

、
あ

ら
か

じ
め
「
雇
用
管
理
制
度
整
備
計
画
」

を
作

成
し

、
都

道
府

県
労

働
局

長
の

認
定

を
受

け
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

◆
介

護
福
祉
機
器
等
助
成

介
護

関
連

事
業

主
が

、
介

護
労

働
者

の
身

体
的

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
に

、
新

た
に

介
護

福
祉

機
器

を
導

入
し

、
適

切
な

運
用

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
労

働
環

境
の

改
善

が
見

ら
れ

た
場

合
に

、
介
護
福
祉
機
器
の
導
入
費
用
の

１
／

２
（
上
限
30
0万

円
）

を
支

給
し

ま
す

。

※
こ

の
助

成
を

受
け

る
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
「
導
入
・
運
用
計
画
」

を
作

成
し

、
都

道
府

県
労

働
局

長
の

認
定

を
受

け
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

◆
お

問
い
合
わ
せ
先

職
場

定
着

支
援

助
成

金
（
個

別
企

業
助

成
コ

ー
ス

）
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８
８

－
５

７
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